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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体からの入射光を導く光学系と該光学系により導かれた被写体像を電気信号に変換
する撮像素子と撮像ユニット側コネクタ部とを有する撮像ユニットが着脱可能で、前記撮
像ユニット側から見て後方に存在する背面壁と、該背面壁と一体で通常使用時に上側とな
る上面壁と、前記背面壁と前記上面壁と一体の側面壁とを有し、前記背面壁と前記上面壁
と前記側面壁とによって下方と側方と前方とに開放されて前記撮像ユニットが配設される
凹部が構成されたカメラボディであって、
　前記撮像ユニットと協働して前記撮像ユニット側コネクタ部に対するカメラボディ側コ
ネクタ部の位置関係を規制しかつ前記撮像ユニットを前記側面壁に対して接近又は離脱す
る方向に案内するガイド機構を備え、
　前記ガイド機構は、前記カメラボディの前記背面壁に設けられかつ前記撮像ユニットの
背面部に前記撮像ユニットの端面から左右方向に長く延びるようにして設けられた少なく
とも２つのガイド溝にそれぞれ挿入可能な２つのガイド突起と、前記撮像ユニットが前記
カメラボディに装着された状態において前記撮像ユニットの背面部に形成された係合板部
に対向するようにかつ前記撮像ユニットを前記カメラボディの前記背面壁に向けて付勢す
る付勢バネに係合するように前記カメラボディの前記背面壁に形成された係合爪とを含む
ことを特徴とするカメラボディ。
【請求項２】
　前記撮像ユニットの背面部に形成された突条部と協働して前記係合爪と前記ガイド溝の
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底壁との間隔を調整する突条逃げ用凹部が前記カメラボディの背面壁に形成され、前記撮
像ユニットの前記カメラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突条逃げ用凹
部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしかつ前記突条
部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との
間隔を大きくすることを特徴とする請求項１に記載のカメラボディ。
【請求項３】
　前記撮像ユニットの背面部に形成された突条逃げ用凹部と協働して前記係合爪と前記ガ
イド溝の底壁との間隔を調整する突条部が前記カメラボディの背面壁に形成され、前記撮
像ユニットの前記カメラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突条逃げ用凹
部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしかつ前記突条
部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との
間隔を大きくすることを特徴とする請求項１に記載のカメラボディ。
【請求項４】
　前記カメラボディの背面壁には、樹脂板とボディ用背面壁補強板金部材とが設けられ、
前記樹脂板には前記ガイド突起とともに該ガイド突起に隣接する摺接リブが形成され、前
記ボディ用背面壁補強板金部材には前記係合爪が形成され、前記突条逃げ用凹部は前記ガ
イド突起に沿って延びるようにして形成され、前記撮像ユニットの前記背面部に設けられ
かつ前記突条部を有するユニット用背面壁補強板金部材の外面が前記摺接リブに摺接可能
とされることを特徴とする請求項２に記載のカメラボディ。
【請求項５】
　前記ユニット用背面壁補強板金部材の辺縁が摺接するガイド面が、前記ガイド突起に形
成され、前記摺接リブは前記ユニット用背面壁補強板金部材の前記突条部に前記ユニット
用背面壁補強板金部材の外面側から当接して前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を
大きくすることを特徴とする請求項４に記載のカメラボディ。
【請求項６】
　前記撮像ユニットが前記カメラボディに対して斜めに傾いたまま前記カメラボディ側コ
ネクタ部と前記撮像ユニット側コネクタ部とが接続されるのを阻止するために、前記ユニ
ット用背面壁補強板金部材の前記係合板部の外面に前記ボディ用背面壁補強板金部材の前
記係合爪が外側から当接したときに、前記ユニット用背面壁補強板金部材の外面に外側か
ら当接する係合突起が前記ボディ用背面壁補強板金部材に形成されていることを特徴とす
る請求項５に記載のカメラボディ。
【請求項７】
　前記係合爪が前記ガイド溝に挿入されたときに、前記係合突起が前記ユニット用背面壁
補強板金部材の係合突起案内穴に挿入されることを特徴とする請求項６に記載のカメラボ
ディ。
【請求項８】
　被写体からの入射光を導く光学系と該光学系により導かれた被写体像を電気信号に変換
する撮像素子と撮像ユニット側コネクタ部とが設けられた筐体を有しかつ前記撮像ユニッ
ト側コネクタ部との間で通信を行うカメラボディ側コネクタ部を備えたカメラボディに着
脱可能に配設される撮像ユニットであって、
　前記筐体は該筐体を前記カメラボディに装着して前記光学系の光軸方向の被写体側から
見たときに、前記筐体の背面部が対向する前記カメラボディの背面壁と、前記筐体の左側
面が対向する前記カメラボディの側面壁と、前記筐体の上面が対向する前記カメラボディ
の上面壁との３つの壁面から構成された凹部に配設され、
　前記筐体は前記カメラボディと協働して前記撮像ユニット側コネクタ部に対する前記カ
メラボディ側コネクタ部の位置関係を規制しかつ前記筐体を前記側面壁に対して接近又は
離脱する方向に案内するガイド機構を備え、
　前記ガイド機構は、前記カメラボディの前記背面壁に設けられた２つのガイド突起がそ
れぞれ挿入可能でかつ前記筐体の背面部に前記筐体の端面から左右方向に長く延びるよう
にして設けられた少なくとも２つのガイド溝と、
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　前記筐体が前記カメラボディに装着された状態において前記カメラボディの前記背面壁
に向けて付勢する付勢バネに係合するようにかつ前記カメラボディの前記背面壁に形成さ
れた係合爪と対向するように前記筐体の背面部に形成された係合板部とを含むことを特徴
とする撮像ユニット。
【請求項９】
　前記ガイド溝が前記筐体の前記撮像ユニット側コネクタ部が設けられている端面にまで
達していることを特徴とする請求項８に記載の撮像ユニット。
【請求項１０】
　前記カメラボディの背面壁に形成された突条部と協働して前記係合爪と前記ガイド溝の
底壁との間隔を調整する突条逃げ用凹部が前記筐体の背面部に形成され、前記筐体の前記
カメラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置したとき
には前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしかつ前記突条部が前記突条逃げ
用凹部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくする
ことを特徴とする請求項９に記載の撮像ユニット。
【請求項１１】
　前記カメラボディの背面壁に形成された突条逃げ用凹部と協働して前記係合爪と前記ガ
イド溝の底壁との間隔を調整する突条部が前記筐体の背面部に形成され、前記筐体の前記
カメラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置したとき
には前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしかつ前記突条部が前記突条逃げ
用凹部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくする
ことを特徴とする請求項９に記載の撮像ユニット。
【請求項１２】
　前記筐体の背面部にユニット用背面壁補強板金部材が形成され、該ユニット用背面壁補
強板金部材に前記突条部が形成され、前記カメラボディの背面壁に前記ガイド突起に隣接
するようにして設けられた樹脂板の摺接リブに、前記突条部が当接して前記係合爪と前記
ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項１１に記載の撮像ユニット
。
【請求項１３】
　前記樹脂板に形成された前記突条逃げ用凹部に前記突条部が進入したときに、前記係合
爪と前記ガイド溝の底壁との間隔が小さくされて、前記ユニット用背面壁補強板金部材が
前記摺接リブに摺接されることを特徴とする請求項１２に記載の撮像ユニット。
【請求項１４】
　前記ユニット用背面壁補強板金部材の前記係合板部の外面にボディ用背面壁補強板金部
材の前記係合爪が外側から当接したときに、前記ユニット用背面壁補強板金部材の外面に
、前記ボディ用背面壁補強板金部材に設けられかつ前記筐体が前記カメラボディに対して
斜めに傾いたまま前記カメラボディ側コネクタ部に対して前記撮像ユニット側コネクタ部
が接続されるのを阻止するための係合突起が当接することを特徴とする請求項１３に記載
の撮像ユニット。
【請求項１５】
　前記係合爪が前記ガイド溝に挿入されたときに、前記係合突起が挿入される係合突起案
内穴が前記ユニット用背面壁補強板金部材に形成されていることを特徴とする請求項１４
に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　被写体からの入射光を導く光学系と該光学系により導かれた被写体像を電気信号に変換
する撮像素子と撮像ユニット側コネクタ部とを有する撮像ユニットと、前記撮像ユニット
側から見て後方に存在する背面壁と、該背面壁と一体で通常使用時に上側となる上面壁と
、前記背面壁と前記上面壁と一体の側面壁とを有し、前記背面壁と前記上面壁と前記側面
壁とによって下方と側方と前方とに開放されて前記撮像ユニットが配設される凹部が構成
されたカメラボディとからなり、前記撮像ユニットが前記カメラボディの前記凹部に着脱
可能に配設される撮像装置であって、
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　前記カメラボディと前記撮像ユニットとは、前記撮像ユニット側コネクタ部に対するカ
メラボディ側コネクタ部の位置関係を規制しかつ前記撮像ユニットを前記側面壁に対して
接近又は離脱する方向に案内するガイド機構を備え、
　前記ガイド機構は、前記カメラボディの前記背面壁に設けられかつ前記撮像ユニットの
背面部に前記撮像ユニットの端面から左右方向に長く延びるようにして設けられた少なく
とも２つのガイド溝にそれぞれ挿入可能な２つのガイド突起と、前記撮像ユニットが前記
カメラボディに装着された状態において前記撮像ユニットの背面部に形成された係合板部
に対向するようにかつ前記撮像ユニットを前記カメラボディの前記背面壁に向けて付勢す
る付勢バネに係合するように前記カメラボディの前記背面壁に形成された係合爪とを含む
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項１７】
　前記ガイド溝が前記筐体の前記撮像ユニット側コネクタ部が設けられている端面にまで
達していることを特徴とする請求項１６に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記撮像ユニットの背面部と前記カメラボディとのいずれか一方に形成された突条部と
、前記撮像ユニットの背面部と前記カメラボディの前記背面壁とのいずれか他方に形成さ
れた突条逃げ用凹部とを備え、前記撮像ユニットの前記カメラボディに対する着脱操作の
際に、前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の
底壁との間隔を小さくしかつ前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには
前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項１７に記
載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記カメラボディの背面壁には、樹脂板とボディ用背面壁補強板金部材とが設けられ、
前記樹脂板には前記ガイド突起とともに該ガイド突起に隣接する摺接リブが形成され、前
記ボディ用背面壁補強板金部材には前記係合爪が形成され、前記突条逃げ用凹部は前記ガ
イド突起に沿って延びるようにして形成され、前記撮像ユニットの前記背面部には前記突
条部を有するユニット用背面壁補強板金部材が設けられ、前記ユニット用背面壁補強板金
部材の外面が前記摺接リブに摺接可能とされていることを特徴とする請求項１８に記載の
撮像装置。
【請求項２０】
　前記ガイド突起に前記ユニット用背面壁補強板金部材の辺縁が摺接するガイド面が形成
され、前記摺接リブは前記突条部に前記ユニット用背面壁補強板金部材の外面側から当接
して前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項１９
に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記ユニット用背面壁補強板金部材の前記係合板部の外面に前記ボディ用背面壁補強用
板金部材の前記係合爪が外側から当接したときに、前記ユニット用背面壁補強板金部材の
外面に外側から当接して前記撮像ユニットが前記カメラボディに対して斜めに傾いたまま
前記カメラボディ側コネクタ部に対して前記撮像ユニット側コネクタ部が接続されるのを
阻止する係合突起が前記ボディ用背面壁補強板金部材に形成されていることを特徴とする
請求項２０に記載の撮像装置。
【請求項２２】
　前記係合爪が前記ガイド溝に挿入されたときに、前記係合突起が挿入される係合突起案
内穴が前記ユニット用背面壁補強板金部材に形成されていることを特徴とする請求項２１
に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像ユニットが着脱されるカメラボディ及びこのカメラボディに着脱される
撮像ユニット及び撮像ユニットとカメラボディとの組み合わせ体からなる撮像装置の改良
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、カメラボディに対して撮像ユニットが着脱可能な撮像装置が知られている（
例えば、特許文献１参照。）。
　この従来の撮像装置では、カメラボディは撮像ユニットを着脱可能に格納する格納凹部
を有する。この格納凹部は背壁部と、この背壁部と一体の上壁部と下壁部と側壁部とによ
り構成されている。そのカメラボディには、側壁部から遠い側に背壁部と上壁部と下壁部
とによって構成される着脱開口が設けられている。
【０００３】
　この従来の撮像装置では、撮像ユニットをその着脱開口に臨ませ、背壁部に沿って側壁
部に向かって押し込むことにより、撮像ユニットがカメラボディに収容される。その逆に
、撮像ユニットを背壁部に沿って側壁部から遠ざかる方向に引き抜くことにより、撮像ユ
ニットはカメラボディから取り外される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、この従来の撮像装置では、撮像ユニットを上壁部と下壁部とに沿って案
内しつつカメラボディに装着する構成であるとはいっても、必ずしも、カメラボディに対
する撮像ユニットの着脱の際に、カメラボディと撮像ユニットとの接続を正確かつスムー
ズに行い難いという問題がある。
【０００５】
　そこで、出願人は、カメラボディと撮像ユニットとの接続を正確かつスムーズに行うこ
とができるカメラボディ及びこのカメラボディに着脱される撮像ユニット及び撮像装置を
提案している（特願２００９－２１１４４６号）。
【０００６】
　この特願２００９－２１１４４６号に開示のカメラボディは、被写体からの入射光を導
く光学系とこの光学系により導かれた被写体像を電気信号に変換する撮像素子と外部との
通信を行う撮像ユニット側コネクタ部とを有する撮像ユニットが着脱可能な構造であり、
撮像ユニット側から見て後方に存在する背面壁と、この背面壁と一体で通常使用時に上側
となる上面壁と、その背面壁とその上面壁と一体の側面壁とを有する。
　そして、そのカメラボディには、その背面壁と上面壁と側面壁とによって撮像ユニット
が着脱可能に配設される凹部が形成され、この凹部は下方と側方と前方との三方向に向か
って開放されている。
【０００７】
　このカメラボディでは、凹部が下方と側方と前方との三方向に向かって開放され、撮像
ユニットをカメラボディに装着する際の装着の自由度、撮像ユニットをカメラボディから
取り外す際の自由度が高いために、撮像ユニットのカメラボディへの装着の際、又は、撮
像ユニットをカメラボディから取り外す際に、何らかの加減で撮像ユニットとカメラボデ
ィとの少なくとも一方を傷つけてしまうおそれがある。
【０００８】
　特に、カメラボディに対する撮像ユニットの装着時の固定を図るために、撮像ユニット
とカメラボディとの一方に、カメラボディに対する撮像ユニットの固定用の係合爪を突出
させて設ける構成を採用した場合に、撮像ユニットのカメラボディへの装着操作としての
スライド操作の際に、何らかの加減で係合爪が撮像ユニットとカメラボディとのいずれか
他方に当たり、カメラボディと撮像ユニットとのいずれか他方を擦れ等により傷つけるお
それがある。撮像ユニットをカメラボディから取り外す際にも、同様に撮像ユニットとカ
メラボディとの少なくとも一方を傷つけてしまうおそれがある。
【０００９】
　すなわち、この種の撮像装置では、凹部が下方と側方と前方との三方向に向かって開放
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され、撮像ユニットをカメラボディに着脱する際の着脱の自由度が高いがために、着脱操
作の品位が低下を来すおそれがある。
【００１０】
　本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、その目的は、下方と側方と前方との三
方向に向かって開放された凹部を有するカメラボディに対する撮像ユニットの着脱の際に
、カメラボディと撮像ユニットとの接続を正確かつスムーズに行うことができると共にそ
の着脱操作の品位の向上を図ることができるカメラボディ及びこのカメラボディに着脱さ
れる撮像ユニット及び撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、被写体からの入射光を導く光学系と該光学系により導かれた
被写体像を電気信号に変換する撮像素子と撮像ユニット側コネクタ部とを有する撮像ユニ
ットが着脱可能で、前記撮像ユニット側から見て後方に存在する背面壁と、該背面壁と一
体で通常使用時に上側となる上面壁と、前記背面壁と前記上面壁と一体の側面壁とを有し
、前記背面壁と前記上面壁と前記側面壁とによって下方と側方と前方とに開放されて前記
撮像ユニットが配設される凹部が構成されたカメラボディであって、
　前記撮像ユニットと協働して前記撮像ユニット側コネクタ部に対するカメラボディ側コ
ネクタ部の位置関係を規制しかつ前記撮像ユニットを前記側面壁に対して接近又は離脱す
る方向に案内するガイド機構を備え、
　前記ガイド機構は、前記カメラボディの前記背面壁に設けられかつ前記撮像ユニットの
背面部に前記撮像ユニットの端面から左右方向に長く延びるようにして設けられた少なく
とも２つのガイド溝にそれぞれ挿入可能な２つのガイド突起と、前記撮像ユニットが前記
カメラボディに装着された状態において前記撮像ユニットの背面部に形成された係合板部
に対向するようにかつ前記撮像ユニットを前記カメラボディの前記背面壁に向けて付勢す
る付勢バネに係合するように前記カメラボディの前記背面壁に形成された係合爪とを含む
ことを特徴とするカメラボディである。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、前記撮像ユニットの背面部に形成された突条部と協働して前
記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を調整する突条逃げ用凹部が前記カメラボディの
背面壁に形成され、前記撮像ユニットの前記カメラボディに対する着脱操作の際に、前記
突条部が前記突条逃げ用凹部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間
隔を小さくしかつ前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには前記係合爪
と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項１に記載のカメラボ
ディである。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、前記撮像ユニットの背面部に形成された突条逃げ用凹部と協
働して前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を調整する突条部が前記カメラボディの
背面壁に形成され、前記撮像ユニットの前記カメラボディに対する着脱操作の際に、前記
突条部が前記突条逃げ用凹部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間
隔を小さくしかつ前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには前記係合爪
と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項１に記載のカメラボ
ディである。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、前記カメラボディの背面壁には、樹脂板とボディ用背面壁補
強板金部材とが設けられ、前記樹脂板には前記ガイド突起とともに該ガイド突起に隣接す
る摺接リブが形成され、前記ボディ用背面壁補強板金部材には前記係合爪が形成され、前
記突条逃げ用凹部は前記ガイド突起に沿って延びるようにして形成され、前記撮像ユニッ
トの前記背面部に設けられかつ前記突条部を有するユニット用背面壁補強板金部材の外面
が前記摺接リブに摺接可能とされることを特徴とする請求項２に記載のカメラボディであ
る。
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【００１５】
　請求項５に記載の発明は、前記ユニット用背面壁補強板金部材の辺縁が摺接するガイド
面が、前記ガイド突起に形成され、前記摺接リブは前記ユニット用背面壁補強板金部材の
前記突条部に前記ユニット用背面壁補強板金部材の外面側から当接して前記係合爪と前記
ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項４に記載のカメラボディで
ある。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、前記撮像ユニットが前記カメラボディに対して斜めに傾いた
まま前記カメラボディ側コネクタ部と前記撮像ユニット側コネクタ部とが接続されるのを
阻止するために、前記ユニット用背面壁補強板金部材の前記係合板部の外面に前記ボディ
用背面壁補強板金部材の前記係合爪が外側から当接したときに、前記ユニット用背面壁補
強板金部材の外面に外側から当接する係合突起が前記ボディ用背面壁補強板金部材に形成
されていることを特徴とする請求項５に記載のカメラボディである。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、前記係合爪が前記ガイド溝に挿入されたときに、前記係合突
起が前記ユニット用背面壁補強板金部材の係合突起案内穴に挿入されることを特徴とする
請求項６に記載のカメラボディである。
【００１８】
　請求項８に記載の発明は、被写体からの入射光を導く光学系と該光学系により導かれた
被写体像を電気信号に変換する撮像素子と撮像ユニット側コネクタ部とが設けられた筐体
を有しかつ前記撮像ユニット側コネクタ部との間で通信を行うカメラボディ側コネクタ部
を備えたカメラボディに着脱可能に配設される撮像ユニットであって、
　前記筐体は該筐体を前記カメラボディに装着して前記光学系の光軸方向の被写体側から
見たときに、前記筐体の背面部が対向する前記カメラボディの背面壁と、前記筐体の左側
面が対向する前記カメラボディの側面壁と、前記筐体の上面が対向する前記カメラボディ
の上面壁との３つの壁面から構成された凹部に配設され、
　前記筐体は前記カメラボディと協働して前記撮像ユニット側コネクタ部に対する前記カ
メラボディ側コネクタ部の位置関係を規制しかつ前記筐体を前記側面壁に対して接近又は
離脱する方向に案内するガイド機構を備え、
　前記ガイド機構は、前記カメラボディの前記背面壁に設けられた２つのガイド突起がそ
れぞれ挿入可能でかつ前記筐体の背面部に前記筐体の端面から左右方向に長く延びるよう
にして設けられた少なくとも２つのガイド溝と、
　前記筐体が前記カメラボディに装着された状態において前記カメラボディの前記背面壁
に向けて付勢する付勢バネに係合するようにかつ前記カメラボディの前記背面壁に形成さ
れた係合爪と対向するように前記筐体の背面部に形成された係合板部とを含むことを特徴
とする撮像ユニットである。
　請求項９に記載の発明は、前記ガイド溝が前記筐体の前記撮像ユニット側コネクタ部が
設けられている端面にまで達していることを特徴とする請求項８に記載の撮像ユニットで
ある。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、前記カメラボディの背面壁に形成された突条部と協働して
前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を調整する突条逃げ用凹部が前記筐体の背面部
に形成され、前記筐体の前記カメラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突
条逃げ用凹部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしか
つ前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝
の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項９に記載の撮像ユニットである。
【００２０】
　請求項１１に記載の発明は、前記カメラボディの背面壁に形成された突条逃げ用凹部と
協働して前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を調整する突条部が前記筐体の背面部
に形成され、前記筐体の前記カメラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突
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条逃げ用凹部に位置したときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしか
つ前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝
の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求項９に記載の撮像ユニットである。
【００２１】
　請求項１２に記載の発明は、前記筐体の背面部にユニット用背面壁補強板金部材が形成
され、該ユニット用背面壁補強板金部材に前記突条部が形成され、前記カメラボディの背
面壁に前記ガイド突起に隣接するようにして設けられた樹脂板の摺接リブに、前記突条部
が当接して前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくすることを特徴とする請求
項１１に記載の撮像ユニットである。
　請求項１３に記載の発明は、前記樹脂板に形成された前記突条逃げ用凹部に前記突条部
が進入したときに、前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔が小さくされて、前記ユニ
ット用背面壁補強板金部材が前記摺接リブに摺接されることを特徴とする請求項１２に記
載の撮像ユニットである。
【００２２】
　請求項１４に記載の発明は、前記ユニット用背面壁補強板金部材の前記係合板部の外面
にボディ用背面壁補強板金部材の前記係合爪が外側から当接したときに、前記ユニット用
背面壁補強板金部材の外面に、前記ボディ用背面壁補強板金部材に設けられかつ前記筐体
が前記カメラボディに対して斜めに傾いたまま前記カメラボディ側コネクタ部に対して前
記撮像ユニット側コネクタ部が接続されるのを阻止するための係合突起が当接することを
特徴とする請求項１３に記載の撮像ユニットである。
　請求項１５に記載の発明は、前記係合爪が前記ガイド溝に挿入されたときに、前記係合
突起が挿入される係合突起案内穴が前記ユニット用背面壁補強板金部材に形成されている
ことを特徴とする請求項１４に記載の撮像ユニットである。
【００２３】
　請求項１６に記載の発明は、被写体からの入射光を導く光学系と該光学系により導かれ
た被写体像を電気信号に変換する撮像素子と撮像ユニット側コネクタ部とを有する撮像ユ
ニットと、前記撮像ユニット側から見て後方に存在する背面壁と、該背面壁と一体で通常
使用時に上側となる上面壁と、前記背面壁と前記上面壁と一体の側面壁とを有し、前記背
面壁と前記上面壁と前記側面壁とによって下方と側方と前方とに開放されて前記撮像ユニ
ットが配設される凹部が構成されたカメラボディとからなり、前記撮像ユニットが前記カ
メラボディの前記凹部に着脱可能に配設される撮像装置であって、
　前記カメラボディと前記撮像ユニットとは、前記撮像ユニット側コネクタ部に対するカ
メラボディ側コネクタ部の位置関係を規制しかつ前記撮像ユニットを前記側面壁に対して
接近又は離脱する方向に案内するガイド機構を備え、
　前記ガイド機構は、前記カメラボディの前記背面壁に設けられかつ前記撮像ユニットの
背面部に前記撮像ユニットの端面から左右方向に長く延びるようにして設けられた少なく
とも２つのガイド溝にそれぞれ挿入可能な２つのガイド突起と、前記撮像ユニットが前記
カメラボディに装着された状態において前記撮像ユニットの背面部に形成された係合板部
に対向するようにかつ前記撮像ユニットを前記カメラボディの前記背面壁に向けて付勢す
る付勢バネに係合するように前記カメラボディの前記背面壁に形成された係合爪とを含む
ことを特徴とする撮像装置である。

                                                                                
【００２４】
　請求項１７に記載の発明は、前記ガイド溝が前記筐体の前記撮像ユニット側コネクタ部
が設けられている端面にまで達していることを特徴とする請求項１６に記載の撮像装置で
ある。
　請求項１８に記載の発明は、前記撮像ユニットの背面部と前記カメラボディとのいずれ
か一方に形成された突条部と、前記撮像ユニットの背面部と前記カメラボディの前記背面
壁とのいずれか他方に形成された突条逃げ用凹部とを備え、前記撮像ユニットの前記カメ
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ラボディに対する着脱操作の際に、前記突条部が前記突条逃げ用凹部に位置したときには
前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を小さくしかつ前記突条部が前記突条逃げ用凹
部に位置していないときには前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくすること
を特徴とする請求項１７に記載の撮像装置である。
【００２５】
　請求項１９に記載の発明は、前記カメラボディの背面壁には、樹脂板とボディ用背面壁
補強板金部材とが設けられ、前記樹脂板には前記ガイド突起とともに該ガイド突起に隣接
する摺接リブが形成され、前記ボディ用背面壁補強板金部材には前記係合爪が形成され、
前記突条逃げ用凹部は前記ガイド突起に沿って延びるようにして形成され、前記撮像ユニ
ットの前記背面部には前記突条部を有するユニット用背面壁補強板金部材が設けられ、前
記ユニット用背面壁補強板金部材の外面が前記摺接リブに摺接可能とされていることを特
徴とする請求項１８に記載の撮像装置である。
【００２６】
　請求項２０に記載の発明は、前記ガイド突起に前記ユニット用背面壁補強板金部材の辺
縁が摺接するガイド面が形成され、前記摺接リブは前記突条部に前記ユニット用背面壁補
強板金部材の外面側から当接して前記係合爪と前記ガイド溝の底壁との間隔を大きくする
ことを特徴とする請求項１９に記載の撮像装置である。
【００２７】
　請求項２１に記載の発明は、前記ユニット用背面壁補強板金部材の前記係合板部の外面
に前記ボディ用背面壁補強板金部材の前記係合爪が外側から当接したときに、前記ユニッ
ト用背面壁補強板金部材の外面に外側から当接して前記撮像ユニットが前記カメラボディ
に対して斜めに傾いたまま前記カメラボディ側コネクタ部に対して前記撮像ユニット側コ
ネクタ部が接続されるのを阻止する係合突起が前記ボディ用背面壁補強板金部材に形成さ
れていることを特徴とする請求項２０に記載の撮像装置である。
【００２８】
　請求項２２に記載の発明は、前記係合爪が前記ガイド溝に挿入されたときに、前記係合
突起が挿入される係合突起案内穴が前記ユニット用背面壁補強板金部材に形成されている
ことを特徴とする請求項２１に記載の撮像装置である。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、カメラボディに対する撮像ユニットの着脱の際に、カメラボディと撮
像ユニットとの接続を正確かつスムーズに行うことができると共に着脱操作の品位の向上
を図ることができる。
　特に、撮像ユニットのガイド溝が筐体の撮像ユニット側コネクタ部が設けられている端
面にまで達しているので、撮像ユニットを一方向にスライド操作させるのみで、高い連結
強度と高い位置精度で、撮像ユニットをカメラボディに装着できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は本発明が適用されるカメラボディと撮像ユニットとの装着状態を示す説明
図であって、カメラボディと撮像ユニットとからなる撮像装置を正面側でかつ斜め方向か
ら見た外観図である。
【図２】図２は本発明が適用されるカメラボディに図１に示す撮像ユニットとは別の撮像
ユニットが装着された状態を示す説明図であって、カメラボディと撮像ユニットとからな
る撮像装置を正面側でかつ斜め方向から見た外観図である。
【図３】図３は図１に示す撮像ユニットを背面側から見た外観図である。
【図４】図４は図１に示すカメラボディに対する撮像ユニットの装着前の状態又は抜き取
り後の状態を示す説明図であって、カメラボディと撮像ユニットとに向かって右斜め方向
からこのカメラボディと撮像ユニットとを見た図である。
【図５Ａ】図５Ａは図４に示すカメラボディを正面側から見た図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは図５Ａに示すボディ用背面壁補強板金部材を取り除いてカメラボディ
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を正面から見た図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは図４に示すカメラボディを斜め下方から見た外観図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは図５Ｂに示す樹脂板の斜視図である。
【図６】図６は図４に示す撮像ユニットの外観図であって、この撮像ユニットを背面側か
ら見た外観図である。
【図７Ａ】図７Ａは図５Ａに示すボディ用背面壁補強板金部材の平面図であって、このボ
ディ用背面壁補強板金部材の正面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは図７Ａに示すボディ用背面壁補強板金部材の平面図であって、このボ
ディ用背面壁補強板金部材の裏面図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは図７Ａ、図７Ｂに示すボディ用背面壁補強板金部材の斜視図である。
【図８】図８は図６に示す撮像ユニットを左側面から見た斜視図である。
【図９】図９は図６に示す上面壁用金属板を取り除いてその撮像ユニットを背面側から見
た外観図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは図６に示すユニット用背面壁補強板金部材を取り除いてその撮像
ユニットを背面側から見た外観図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは図１０Ａに示す板バネとユニット用背面壁補強板金部材との位置
関係を示す平面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは図６に示すユニット用背面壁補強板金部材を外面から見た平面図
である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは図１１Ａに示すユニット用背面壁補強板金部材を撮像ユニットの
内側から見た平面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは図１１Ａに示すユニット用背面壁補強板金部材の斜視図である。
【図１２】図１２は図６に示すユニット用上面壁補強板金部材の斜視図である。
【図１３】図１３は図１に示す撮像ユニットとロック部材とロック解除操作部材との噛み
合い関係を説明するための斜視図である。
【図１４】図１４は図１３に示すロック部材とロック解除操作部材と被ロック部材との噛
み合い関係を示す部分拡大図である。
【図１５】図１５は図１４に示すロック部材の平面図である。
【図１６】図１６は図１５に示すロック部材の斜視図である。
【図１７】図１７は図１４に示すロック解除操作部材の平面図である。
【図１８】図１８は図１７に示すロック解除操作部材の斜視図である。
【図１９】図１９は図４、図５Ｃに示すカメラボディ側コネクタ部の詳細構造を示す断面
図である。
【図２０】図２０は図１９に示すカメラボディ側コネクタ部を背壁部を下側にして直視し
た状態を示す断面図である。
【図２１】図２１は図８に示す撮像ユニット側コネクタ部の詳細構造を示す断面図である
。
【図２２】図２２は図１９に示すカメラボディ側コネクタ部と図２１に示す撮像ユニット
側コネクタ部との接続状態を示す断面図である。
【図２３】図２３は図１０Ａに示す板バネの外観形状を示す拡大斜視図である。
【図２４】図２４は図５Ａに示すボディ用背面壁補強板金部材と図６、図９に示すユニッ
ト用背面壁補強板金部材と図１０Ａ、図２３に示す板バネとの相対位置関係を示す平面図
である。
【図２５】図２５は図２４に示すユニット用背面壁補強板金部材とボディ用背面壁補強板
金部材との係合関係を図２４に示す矢印Ａ方向から目視した状態の説明図である。
【図２６】図２６は図２５に示す係合爪とユニット用背面壁補強板金部材との係合関係を
部分的に拡大して示す断面図である。
【図２７】図２７は図２４に示す矢印Ｂ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図２８】図２８は図２５に示すユニット用背面壁補強板金部材とボディ用背面壁補強板
金部材との係合関係を断面で詳細に示した図である。



(11) JP 5413133 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

【図２９】図２９は図２８に示すユニット用背面壁補強板金部材とボディ用背面壁補強板
金部材との係合関係の部分拡大断面図である。
【図３０】図３０は図１、図２に示す撮像装置に内蔵される電装部品の一例を示す回路図
である。
【図３１】図３１は図１、図２に示す撮像装置に内蔵される電装部品の他の例を示す回路
図である。
【図３２】図３２は図４に示すカメラボディに撮像ユニットを装着する状態を説明するた
めの図である。
【図３３Ａ】図３３Ａは、カメラボディに対して撮像ユニットを正規の操作手順によりセ
ットする際のボディ用背面壁補強板金部材に対するユニット用背面壁補強板金部材の相対
位置関係を示す説明図であって、撮像ユニットの正面側からボディ用背面壁補強板金部材
に対するユニット用背面壁補強板金部材を透視して見た図である。
【図３３Ｂ】図３３Ｂはボディ用背面壁補強板金部材と撮像ユニットの背面部との位置関
係が図３３Ａに示す関係にある場合の断面図である。
【図３３Ｃ】図３３Ｃは、カメラボディに対して撮像ユニットを正規の操作手順によりセ
ットする際のボディ用背面壁補強板金部材に対するユニット用背面壁補強板金部材の相対
位置関係を示す斜視図である。
【図３３Ｄ】図３３Ｄは係合突起が係合板部の傾斜壁に近接し、係合爪が係合突起案内穴
の傾斜壁に近接している際のボディ用背面壁補強板金部材に対するユニット用背面壁補強
板金部材の相対位置関係を示す説明図である。
【図３３Ｅ】図３３Ｅはボディ用背面壁補強板金部材とユニット用背面壁補強板金部材の
位置関係が図３３Ｄに示す関係にある場合の断面図である。
【図３３Ｆ】図３３Ｆはボディ用背面壁補強板金部材とユニット用背面壁補強板金部材の
位置関係が図３３Ａにおける位置関係と図３３Ｄにおける位置関係との中間の位置関係に
ある場合を詳細に示す説明図である。
【図３３Ｇ】図３３Ｇは、カメラボディ側コネクタ部と撮像ユニット側コネクタ部との接
続が完了した状態でのカメラボディ用背面壁補強板金部材に対するユニット用背面壁補強
板金部材の相対位置関係を示す説明図であって、撮像ユニットの正面側からボディ用背面
壁補強板金部材に対するユニット用背面壁補強板金部材とを透視して見た図である。
【図３３Ｈ】図３３Ｈはカメラボディ側コネクタ部と撮像ユニット側コネクタ部との接続
が完了した状態でのカメラボディ用背面壁補強板金部材に対するユニット用背面壁補強板
金部材の相対位置関係を示す斜視図である。
【図３４】図３４は図３３に示す係合突起が図３３に示す構成壁部分に当接しかつ係合部
材が係合板部に当接することにより撮像ユニット側コネクタ部とカメラボディ側コネクタ
部との接続が阻止される状態を示す説明図である。
【図３５】図３５は図７Ａに示すボディ用背面壁補強板金部材に係合突起案内穴を形成し
た平面図である。
【図３６】図３６は図１１Ｂに示すユニット用背面壁補強板金部材に係合突起を形成した
平面図である。
【図３７】図３７はカメラボディを背面側から目視した状態であって電子ビューファイン
ダーのカメラボディへの装着前の状態を示す外観図である。
【図３８】図３８はカメラボディを背面側から目視した状態であって電子ビューファイン
ダーのカメラボディへの装着状態を示す外観図である。
【図３９】図３９はカメラボディを正面側から目視した状態であって電子ビューファイン
ダーのカメラボディへの装着前の状態を示す外観図である。
【図４０】図４０はカメラボディを正面から目視した状態であって電子ビューファインダ
ーのカメラボディへの装着状態を示す外観図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００３１】
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（カメラボディ１、撮像ユニット２の概略説明）
　図１、図２、図３は本発明に係わる直方体形状の筐体を有する撮像ユニットをカメラボ
ディに装着した状態を示している。図１、図２は撮像ユニットがカメラボディに装着され
ている状態を正面側でかつ斜め方向から目視した状態を示し、図３は図１に示すカメラボ
ディを背面側でかつ斜め方向から目視した状態を示している。
【００３２】
　その図１、図２、図３において、１はカメラボディ、２は撮像ユニットである。撮像ユ
ニット２は直方体形状の筐体２Ａを有する。ここでは、撮像ユニット２は撮像光学系と撮
像素子とを備えた交換レンズ鏡胴ユニットからなる。その図２には、図１に示すカメラボ
ディ１に装着された撮像ユニット２とは異なる大きさの筐体２Ａを有する撮像ユニット２
がカメラボディ１に装着されている状態が示されている。
【００３３】
　その図２に示す撮像ユニット２の筐体２Ａの内部に配設される撮像素子の大きさは、図
１に示す撮像ユニット２の筐体２Ａの内部に配設される撮像素子の大きさとは異なるもの
とされている。
【００３４】
　その筐体２Ａは、その正面２ａにレンズ鏡胴３を有する。撮像ユニット２は、図４に示
すように、カメラボディ１に対して着脱可能とされている。その図４には、図１に示すカ
メラボディ１から図１に示す撮像ユニット２を抜き取った状態が示されている。
　レンズ鏡胴３は、図１、図２、図４に示すように、案内筒３ａと可動鏡筒３ｂとから構
成される。案内筒３ａには可動鏡筒３ｂが光軸Ｏの延びる方向に進退可能に配設される。
その可動鏡筒３ｂにはズームレンズ等のレンズ系が設けられる。このレンズ系を含む撮像
光学系により、被写体からの入射光が撮像素子に導かれ、この被写体像が入射光を電気信
号に変換する撮像素子に結像される。
【００３５】
　図１のＺ方向はカメラボディ１に撮像ユニット２が装着された状態でのレンズ鏡胴３の
撮像光学系（レンズ系）の光軸方向に平行な方向であり、本実施例では前後方向と呼ぶ。
Ｚ方向の正の側は、カメラの正面側（前側）であり、Ｚ方向の負の側は、カメラの背面側
（後側）である。
　図１のＸ方向は、カメラボディ１に撮像ユニット２が装着された状態でのレンズ鏡胴３
の撮像光学系（レンズ系）の光軸方向に垂直な方向であり、本実施例では左右方向と呼ぶ
。Ｘ方向の正の側は右側であり、Ｘ方向の負の側は左側である。
　図１のＹ方向は、カメラボディ１に撮像ユニット２が装着された状態でのレンズ鏡胴３
の撮像光学系（レンズ系）の光軸方向に垂直な方向であり、本実施例では上下方向と呼ぶ
。Ｙ方向の正の側は下側であり、Ｙ方向の負の側は上側である。
【００３６】
（カメラボディ１の詳細説明）
　そのカメラボディ１は、図４、図５Ａに示すように、筐体２Ａの配設空間としての凹部
１Ａを有する。その凹部１Ａは、樹脂製の背壁部１Ｂと側壁部１Ｃと上壁部１Ｄとの三つ
の壁部により構成される。その背壁部１Ｂと側壁部１Ｃとは互いに直交している。その上
壁部１Ｄは両壁部１Ｂ、１Ｃに対して直交している。
【００３７】
　背壁部１Ｂには、凹部１Ａに撮像ユニット２を装着してこの撮像ユニット２を正面、す
なわち、光学系の光軸方向被写体側から見たときに、筐体２Ａの背面部２ｂ（図６参照）
が対向する。側壁部１Ｃには、凹部１Ａに撮像ユニット２を装着してこの撮像ユニット２
を正面から見たときに、図８に示す筐体２Ａの左側面２ｃが対向する。上壁部１Ｄには、
凹部１Ａに撮像ユニット２を配設してこの撮像ユニット２を正面から見たときに、筐体２
Ａの上面２ｄが対向する。
【００３８】
　背壁部１Bと側壁部１Cと上壁部１Dとは一体に形成される。凹部１Ａはその背壁部１Ｂ
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の背壁面（ＸＹ平面）と側壁部１Ｃの側壁面（ＹＺ平面）と上壁部１Ｄの上壁面（ＺＸ平
面）とによってその輪郭形状が規定される。この凹部１Ａは筐体２Ａが配設されたときに
、その筐体２Ａの下面２ｅが位置する下方（Ｙ方向）と、筐体２Ａの右側面２ｆが位置す
る右側方（Ｘ方向）と、筐体２Ａの正面２ａが位置する前方（Ｚ方向）との三方向に向か
って開放されている。
　なお、Ｘ方向を側壁部１Ｃに対して撮像ユニット２が接近又は離脱する第１方向ともい
い、また、Ｙ方向を第１方向に対して垂直な方向ともいう。
【００３９】
　その背壁部１Bと側壁部１Cと上壁部１Dとの適宜箇所にカメラボディ１、撮像ユニット
２を電気的に操作する操作部が設けられている。この実施例では、例えば、その上壁部１
Dに、図１～図４に示すように、操作部としてのレリーズボタン５ｙ、ダイヤル５ｚが設
けられている。また、上壁部１Ｄには、ポップアップ型のストロボ装置５ｘ、ホットシュ
ー部５ｔが設けられている。更に、背壁部１Ｂには、図３に示すように、電子ビューファ
インダー接続端子５ｓも設けられている。その電子ビューファインダー接続端子５ｓには
電子ビューファインダー装置（図示を略す）が接続される。
【００４０】
　背壁部１Bには、図５Ａ、図７Ａ～図７Ｃに示すように、背面壁としてのボディ用背面
壁補強板金部材４が設けられている。図７Ａ～図７Ｃは背壁部１Ｂから取り外されたボデ
ィ用背面壁補強板金部材４を示している。このボディ用背面壁補強板金部材４には、撮像
ユニット２をカメラボディ１にセットした時に、その背面部２ｂが対面される。
【００４１】
（ボディ用背面壁補強板金部材４の説明）
　そのボディ用背面壁補強板金部材４は、概略長方形状の輪郭を呈している。このボディ
用背面壁補強板金部材４は、例えば、プレスにより成形される。このボディ用背面壁補強
板金部材４は、図７Ａ～図７Ｃに拡大して示すように、一対の挿入開口４ａ、４ａと、後
述する付勢部としても機能する一対の係合爪４ｂ、４ｂと、ネジ穴４ｃとを有する。
　なお、付勢部は第１付勢部と第２付勢部とを含み、２個一対の係合爪４ｂ、４ｂのいず
れか一方を第１係合爪といい、いずれか他方を第２係合爪という。
【００４２】
　一対の挿入開口４ａ、４ａは縦方向（上下方向）に間隔を開けて形成されると共に横方
向（左右方向）に互いに並行に延びる構成とされている。その一対の挿入開口４ａ、４ａ
の右方終端は矩形状開口４ｄ、４ｄとなっている。この矩形状開口４ｄ、４ｄには、後述
する矩形状突起が嵌合される。
【００４３】
　一対の係合爪４ｂ、４ｂは、側壁部１Ｃから遠く離れた位置でかつ縦方向（上下方向）
に間隔を開けて配置されている。この一対の係合爪４ｂ、４ｂは図７Ｃに拡大して示すよ
うに切り起こし部４ｅと屈曲部４ｆとによって構成されている。ボディ用背面壁補強板金
部材４にはその一対の係合爪４ｂ、４ｂの形成箇所に挿入開口４ｓ、４ｓが形成されてい
る。
【００４４】
　そのボディ用背面壁補強板金部材４には挿入開口４ａと挿入開口４ａとが間隔を開けて
形成されている縦方向（上下方向）の概略中間位置に係合突起４ｇが形成されている。こ
の係合突起４ｇは、切り起こし部４ｉと屈曲部４ｈとから構成されている。この係合突起
４ｇの形成箇所に挿入開口４ｔが形成されている。
【００４５】
　この係合突起４ｇは後述するコネクタ同士の嵌合を適正な姿勢角度で行なわせる機能を
果たす。この係合突起４ｇは側壁部１Ｃに対して撮像ユニット２が接近又は離脱する第１
方向に対して垂直方向（Ｙ方向）から見てカメラボディ側コネクタ部１２の略中央に位置
されているが、その詳細な構造については後述する。
【００４６】
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（樹脂板３０の説明）
　図５Ｂにはその背壁部１Ｂからボディ用背面壁補強板金部材４を取り外した状態が示さ
れている。背壁部１Ｂには凹処が形成され、この凹処にＨ型形状の樹脂板３０が配設され
ている。この樹脂板３０には、図５Ｄに詳細に示すように一対の挿入開口４ａ、４ａに対
向する箇所に一対の隆起部３０ｓが形成され、一対の挿入開口４ｓ、４ｓに対向する箇所
に一対の隆起部３０ｓ’が形成され、挿入開口４ｔに対向する箇所に隆起部３０ｓ”が形
成されている。
【００４７】
　その一対の隆起部３０ｓ、３０ｓは隆起部３０ｓ”を挟んでその両側に位置している。
その各隆起部３０ｓにはそれぞれに左右方向に延びる樹脂製のガイド突起４ｊが形成され
ている。その各隆起部３０ｓには樹脂製のガイド突起４ｊに近接又は隣接してその延びる
方向に間隔を開けて一対の樹脂製の摺接リブ４ｋ、４ｋが形成されている。その一対のガ
イド突起４ｊ、４ｊには、一対の摺接リブ４ｋ、４ｋが配設されている側に、ガイド面４
ｐ、４ｐが形成されている。このガイド面４ｐ、４ｐは、ＸＹ平面に平行な面内に存在す
る。
【００４８】
　その一対の摺接リブ４ｋ、４ｋの間にガイド突起４ｊの延びる方向に長く延びる突条逃
げ用凹部４ｋ’が形成されている。この突条逃げ用凹部４ｋ’は後述するユニット用背面
壁補強用板金部材１０に形成された操作品位低下防止用の突条部を退避させる役割を果た
す。
　その樹脂製のガイド突起４ｊ、４ｊの右方終端には、図５Ａ～図５Ｄに示すように、矩
形状突起４ｍが形成されている。その一対の隆起部３０ｓ’にはそれぞれ摺接リブ４ｎ、
４ｎが形成されている。一対の隆起部３０ｓ、３０ｓは、図５Ｂに示すように、側壁部１
Ｃと一対の隆起部３０ｓ’、３０ｓ’との間に位置している。
【００４９】
　なお、一対の樹脂製のガイド突起４ｊ、４ｊはカメラボディ側のガイド機構を構成し、
一対の樹脂製のガイド突起４ｊ、４ｊのいずれか一方を第１ガイド突起といい、一対の樹
脂製のガイド突起４ｊ、４ｊのいずれか他方を第２ガイド突起という。なお、切り起こし
部４ｉはＺ方向の正の向きに延びている。
　そのカメラボディ側のガイド機構は後述する撮像ユニット側のガイド機構と協働して、
撮像ユニット側コネクタ部１１に対するカメラボディ側コネクタ部１２の位置関係を規制
しかつ側壁部１Ｃに対して接近又は離脱する方向に撮像ユニット２を案内するガイド機構
として機能する。
【００５０】
　そのガイド面４ｐ、４ｐには、図６に示すユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１
０ａ、１０ａが摺接される。そのユニット用背面壁補強板金部材１０の詳細構造について
は後述する。その背壁部１Ｂには図５Ｂに示すように適宜箇所にネジ穴４ｃ’がボディ用
背面壁補強板金部材４のネジ穴４ｃに対応する位置に形成されている。
【００５１】
（ボディ用背面壁補強板金部材４と樹脂板３０との背壁部１Ｂへの取付け構造）
　ボディ用背面壁補強板金部材４には、図７Ａ～図７Ｃに示すように、その左側と右側の
部分であってその縦方向中間部に背壁部１Ｂに向かって隆起する隆起状平板部４ｑ、４ｒ
が形成されている。ボディ用背面壁補強板金部材４はその隆起状平板部４ｑ、４ｒにより
剛性が付与されている。樹脂板３０には、図５Ｂ、図５Ｄに示すように、その隆起状平板
部４ｑ、４ｒに対応する形状の切り欠き４ｑ’、４ｒ’が形成されている。
【００５２】
　ボディ用背面壁補強板金部材４と樹脂板３０とは、その隆起状平板部４ｑ、４ｒを切り
欠き４ｑ’、４ｒ’に対応させた状態で、隆起部３０ｓを挿入開口４ａに挿入し、隆起部
３０ｓ’を挿入開口４ｓに挿入し、隆起部３０ｓ”を挿入開口４ｔに挿入して、図４、図
５Ａ、図５Ｃに示すように、止めネジ４ｆ’により背壁部１Ｂに固定される。
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【００５３】
（カメラボディ１の側壁部１Ｃと上壁部１Ｄとの構造、背壁部１Ｂの背面構成）
　側壁部１Cの内部には、カメラ内部の電池室構成枠部材（図示を略す）が側面壁として
の側面壁用金属板６を介して図４、図５Ｃに示すように止めネジ６ｆにより固定されてい
る。なお、側面壁用金属板６はカメラボディ１を形成する際にインサート成形される。
　この側面壁用金属板６は筐体２Ａの凹部１Ａへのセット時にその筐体２Ａの左側面２ｃ
に対面する。この側面壁用金属板６は、背壁部１Bが下側に位置しかつ上壁部１Dが右側に
位置ししかも前方が上側となるようにして、この側面壁用金属板６を直視したときに上方
に向かって起立されているように見える。
【００５４】
　上壁部１Dの内部には、カメラ内部のモールド成形部材（図示を略す）が上面壁として
の上面壁用金属板５を介して図５Ｃに示すように止めネジ５ｆにより固定されている。な
お、上面壁用金属板５はカメラボディ１を形成する際にインサート成形される。この上面
壁用金属板５は、筐体２Ａの凹部１Ａへのセット時にその筐体２Ａの上面２ｄに対面する
。上面壁用金属板５は、上壁部１Dが上側に位置するようにして側壁部１Cを側方から直視
したとき前方に向かって背壁部１Ｂから起立しているように見える。
【００５５】
　カメラボディ１は、図５Ａ～図５Ｃに示すように、その側壁部１Cに連接するグリップ
部１ｃを有する。このグリップ部１ｃは、背面側から正面側に向かうＺ方向を前方と定義
して前方、すなわち、光学系の光軸方向の被写体に向かう向きに膨出する膨出部１ｃ’と
、膨出部１ｃ’と凹部１Ａとの間に存在する指掛け凹処１ｃ”とからなっている。その指
掛け凹処１ｃ”は膨出部１ｃ’に隣接し、その指掛け凹処１ｃ”には、グリップ部１ｃを
右手で握持したとき、中指から小指までを当てることが可能である。
【００５６】
　グリップ部１ｃの内部には収納室が形成されている。この収納室には、電池、撮像装置
に要求される各種の電装部品が内蔵されている。すなわち、この収納室には、電池、操作
部の操作により撮像ユニット２を制御するのに用いる回路、撮像ユニット２により撮像さ
れた画像を処理する処理回路、撮像ユニット２により撮像されかつ処理回路により処理さ
れた画像を記録保存する記録媒体、電源回路、ストロボ制御回路、これらを構成する回路
部品を搭載する回路基板等が収納される。
【００５７】
　その背壁部１Bの背面には、図３に示すように、撮像ユニット２により撮像された画像
データに基づき画像を表示する表示部としての表示面１ｂが設けられている。表示面１ｂ
には記録媒体に記録された画像が再生表示される。この背壁部１Ｂの大きさは表示面１ｂ
の大きさによって概略規定される。
【００５８】
（撮像ユニット側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２との概略構造）
　撮像ユニット２には、図８に示すように、側面壁用金属板６に対面する左側面２ｃに上
下方向に延びる撮像ユニット側コネクタ部１１が設けられている。この撮像ユニット側コ
ネクタ部１１は電気回路が配線されたコネクタ基板（プラグ基盤セット）に固定されてい
る。このプラグ基盤セットは撮像ユニット２の内部にフローティング構造で配置される。
撮像ユニット側コネクタ部１１は左側面２ｃから外方に向かって突出している。
【００５９】
　このフローティング構造は、カメラボディ１に撮像ユニット２を装着して撮像ユニット
側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２との電気的接合を図る際に、撮像ユニ
ット側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２との取り付け誤差を吸収緩和して
、その撮像ユニット側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２とを嵌合させる際
に加わる応力を緩和する機能を果たす。
【００６０】
　カメラボディ１には、図４に示すようにその側面壁用金属板６に隣接して上下方向に延
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びるカメラボディ側コネクタ部１２が設けられている。このカメラボディ側コネクタ部１
２はその上下方向両端部に位置決め突起１２ａ、１２ａを有する。撮像ユニット側コネク
タ部１１はその上下方向両端部に位置決め穴（後述する）を有する。撮像ユニット側コネ
クタ部１１、カメラボディ側コネクタ部１２には、例えば、市販のベイコネクタが用いら
れる。
【００６１】
　そのカメラボディ側コネクタ部１２は背壁部１Bが下側に位置しかつ上壁部１Dが右側に
位置ししかも前方が上側に位置するようにして側面壁用金属板６を正視したときに背壁部
１Ｂから立ち上がって見える側壁部１Ｃの立ち上がり基部に不用意に触られないようにし
て配置されている。そのカメラボディ側コネクタ部１２は図１９、図２０に示すコネクタ
端子１２ｃを被覆する被覆部材１２ｂを有する。この被覆部材１２ｂの作用は後述する。
【００６２】
　カメラボディ側コネクタ部１２は凹部１Ａに臨んでいる。このカメラボディ側コネクタ
部１２は、撮像ユニット２をカメラボディ１に装着セットする際の撮像ユニット２の右か
ら左に向かう方向への移動に伴って撮像ユニット側コネクタ部１１に嵌合されて、カメラ
ボディ１と撮像ユニット２とが接続される。なお、そのカメラボディ１への撮像ユニット
２のセットの詳細、撮像ユニット側コネクタ部１１、カメラボディ側コネクタ部１２の詳
細構造については後述する。
【００６３】
（側壁部１Ｃの構造の補足説明）
　側壁部１Ｃには、図４、図５Ａ～図５Ｃに示すように、一対の補助嵌合突起１４、１４
が上下方向に間隔を開けて形成されている。この補助嵌合突起１４は背壁部１Bが下側に
位置しかつ上壁部１Dが右側に位置ししかも前方が上側となるようにして側壁部１Ｃを直
視したときにボディ側コネクタ部１２よりも上側に位置している。この一対の補助嵌合突
起１４、１４は、不用意な捩れ力が撮像ユニット２に加わった際に後述する一対の補助嵌
合穴と協働して、カメラボディ側コネクタ部１２のコネクタ端子１２ｃ、撮像ユニット側
コネクタ部１１のコネクタ端子（後述する）が破壊されるのを防止する機能を有する。
【００６４】
（撮像ユニット２の外観形状の説明）
　撮像ユニット２には、側面壁用金属板６に対面される左側面２ｃに、図８に示すように
、一対の補助嵌合穴２２が形成されている。この一対の補助嵌合穴２２には、カメラボデ
ィ１への撮像ユニット２の装着セット時に一対の補助嵌合突起１４、１４が嵌合される。
その一対の補助嵌合穴２２の底部には、スポンジ、ゴム等の衝撃吸収部材２２ａが配設さ
れている。なお、一対の補助嵌合穴２２を側壁部１Ｃに形成し、一対の補助嵌合突起１４
、１４を筐体２Ａの左側面２ｃに形成する構成を採用しても良い。
【００６５】
　筐体２Ａの背面部２ｂには、位置決め隆起部２ｇ、２ｇが図６、図９、図１０Ａに示す
ように、撮像ユニット側コネクタ部１１が存在する側、すなわち、左側面２ｃの側に形成
されている。また、筐体２Ａの背面部２ｂには、図１０Ａに示すように、矩形状凹処２ｈ
、係合突起案内溝２ｓ、一対の円柱部２ｉが形成されていると共に、適宜箇所にネジ穴２
ｊが形成されている。その位置決め隆起部２ｇ、２ｇには、ユニット用背面壁補強板金部
材１０の後述する係合突起案内穴を構成する開放端構成壁部１０ｈ”を載置する段差部２
ｇ’が設けられている。
【００６６】
　その筐体２Ａの右側面２ｆの側には付勢部の一部を構成する付勢バネとしての傾斜弾性
板部を有する板バネ２ｋが配設されている。この板バネ２ｋには、ネジ穴２ｍ、２ｍが形
成されている。その板バネ２ｋの詳細構造については後述する。
　ユニット用背面壁補強板金部材１０は図１１Ａ～図１１Ｃに示すように概略矩形状とさ
れている。そのユニット用背面壁補強板金部材１０にはその位置決め隆起部２ｇ、２ｇに
対応して位置決め切り欠き１０ｃ、１０ｃが形成されている。
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【００６７】
（ユニット用背面壁補強板金部材の構造）
　ユニット用背面壁補強板金部材１０は矩形状凹処２ｈに対応する形状の平板状隆起部１
０ｄを有する。その平板状隆起部１０ｄには一対の円柱部２ｉが嵌合する嵌合穴１０ｅが
形成されている。そのユニット用背面壁補強板金部材１０の周辺部には、ネジ穴２ｊに対
応する箇所にネジ穴１０ｆが形成されている。そのユニット用背面壁補強板金部材１０は
止めネジ１０ｇにより背面部２ｂに固定される。板バネ２ｋはそのユニット用背面壁補強
板金部材１０を止めネジ１０ｇにより筐体２Ａの背面部２ｂに固定する際に固定される。
その板バネ２ｋが筐体２Ａのユニット用背面壁補強板金部材１０と一体に背面部２ｂに固
定されている状態が図１０Ｂに示されている。
【００６８】
　ユニット用背面壁補強板金部材１０には、筐体２Ａにユニット用背面壁補強板金部材１
０を取り付けた状態で、このユニット用背面壁補強板金部材１０を背面側に見たときに右
側となる部分に左右方向に延びる係合突起案内穴１０ｈが形成されている。この係合突起
案内穴１０ｈはユニット用背面壁補強板金部材１０の右辺に向かって開放する開放端構成
壁部１０ｈ”を有している。係合突起案内溝２ｓは係合突起案内穴１０ｈの真下に位置し
、係合突起４ｇの屈曲部４ｈを案内する機能を果たす。
【００６９】
　また、ユニット用背面壁補強板金部材１０には、筐体２Ａにユニット用背面壁補強板金
部材１０を取り付けた状態で、このユニット用背面壁補強板金部材１０を背面側に見たと
きに左側となる部分でかつ辺縁１０ａ、１０ａに付勢部の一部としても機能する係合板部
１０ｎ、１０ｎが形成されている。
　そのユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１０ａには、図１１Ａ～図１１
Ｃに示すように、突条部１０ａ’、１０ａ’が形成されている。この突条部１０ａ’、１
０ａ’は筐体２Ａの内側（内面）から外側（外面）に向かって突出している。
【００７０】
　その背面部２ｂとユニット用背面壁補強板金部材１０との間には、左右方向に延びるガ
イド突起４ｊと矩形状突起４ｍと係合爪４ｂとの進入を許容するガイド溝１０ｑ、係合爪
４ｂの切り起こし部４ｅを案内する係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒが図６、図９に示
すように形成されている。なお、符号１０ｐは背面部２ｂの一部を構成するガイド溝１０
ｑの底壁である。
【００７１】
　その係合板部１０ｎ、１０ｎには、その係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒの終端に臨
むようにして、その辺縁１０ｎ’、１０ｎ’に半円形状凸部１０ｓ、１０ｓが図１１Ａ～
図１１Ｃに示すように形成されている。その半円形状凸部１０ｓ、１０ｓは係合爪切り起
こし部用案内穴１０ｒの終端に位置し、板バネ２ｋが存在する方向に向かって突出されて
いる。
　すなわち、半円形状凸部１０ｓ、１０ｓは筐体２Ａの外側から内側に向かって突出し、
半円形状凸部１０ｓ、１０ｓの突出する方向と突条部１０ａ’、１０ａ’の突出方向とは
互いに逆方向である。この半円形状凸部１０ｓ、１０ｓの作用については、板バネ２ｋの
作用と共に説明する。
【００７２】
　なお、一対のガイド溝１０ｑは、撮像ユニット側ガイド機構を構成し、その一対のガイ
ド溝１０ｑのいずれか一方を撮像ユニット２の背面２ｂに設けられて第１方向に対応する
方向に延伸する第１ガイド溝といい、一対のガイド溝１０ｑのいずれか他方を撮像ユニッ
ト２の背面２ｂに設けられて第１方向に対応する方向に延伸する第２ガイド溝という。
【００７３】
（係合突起４ｇ、係合突起案内穴１０ｈ、突条部１０ａ’、突条逃げ用凹部４ｋ’が設け
られている理由）
　この発明の実施の形態では、カメラボディ１の凹部１Ａが三方向に向かって開放されて
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いるので、カメラボディ１に対する撮像ユニット２の装着の自由度が大きく、このため、
カメラボディ１に対して撮像ユニット２を装着させる手順が後述する正規の手順でない場
合があり得る。
【００７４】
　例えば、一対の係合爪４ｂは、カメラボディ側コネクタ部１２から遠い側に設けられて
いるので、仮に係合突起４ｇがないものとすると、係合爪４ｂの切り起こし部４ｅが係合
爪切り起こし部用案内穴１０ｒに案内されずに一対の係合爪４ｂの屈曲部４ｆが係合板部
１０ｎに当接して、撮像ユニット２の背面部２ｂが背壁部１Ｂの背面壁に対して斜めに傾
いた状態であっても、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１と
が嵌合されて接続される可能性がある。その際、撮像ユニット２の背面部２ｂが背壁部１
Ｂの背面壁に対して斜めに傾いた状態でカメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側
コネクタ部１１とが無理やりに嵌合されると、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニ
ット側コネクタ部１１とが破壊されるおそれがある。
【００７５】
　また、後述する正規の手順でカメラボディ１に撮像ユニット２を装着すると、一対の係
合爪４ｂが凹部１Ａから突出しているので、一対の係合爪４ｂがガイド溝１０ｑに挿入さ
れたとしても、何らかの加減で、係合爪４ｂの屈曲部４ｆがガイド溝１０ｑの底壁１０ｐ
に当接して、底壁１０ｐを傷つけるおそれがある。
【００７６】
　特に、筐体２Ａの全体の厚さ（Ｚ方向の厚さ）を厚くすることなく、筐体２Ａの内部の
スペースの増大を図るために、背面部２ｂのガイド溝１０ｑの深さを浅くすると、より一
層何らかの加減で底壁１０ｐを傷つけるおそれがある。
　このようにいずれの場合にも、凹部１Ａが下方と側方と前方との三方向に向かって開放
され、撮像ユニット２をカメラボディ１に着脱する際の着脱の自由度が高いがために、着
脱操作の品位の低下を来すおそれがある。
【００７７】
　（正規の手順でない場合のカメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部
１１との接続防止構造）
　係合突起４ｇは係合突起案内穴１０ｈと協働して、そのカメラボディ側コネクタ部１２
と撮像ユニット側コネクタ部１１との破壊を防止する役割を有する。係合突起案内穴１０
ｈは係合突起案内溝２ｓに対応して配設されている。その係合突起案内穴１０ｈと係合突
起案内溝２ｓとは、ここでは、筐体２Ａの左側面（端面）２ｃに向かって開放されている
。その係合突起案内穴１０ｈは、図６、図９、図１１Ａ～図１１Ｃに示すように、係合突
起４ｇの屈曲部４ｈの挿入を可能とする挿入開口１０ｉと係合突起４ｇの切り起こし部４
ｉを左右方向に案内する係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊとから構成されている。
【００７８】
　その係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊの幅は屈曲部４ｈの幅よりも小さく設計され
、その係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊ及び挿入開口１０ｉを構成する構成壁部分（
角度規制当接部）１０ｈ’の一部は傾斜壁部分とされ、構成壁部分１０ｈ’に屈曲部４ｈ
が当接することにより、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１
との接続が阻止される構造となっている。
【００７９】
　すなわち、図５Ａ、図５Ｃ、図７Ａ～図７Ｃに示す一対の係合爪４ｂ、４ｂの右方端縁
４ｂ’、４ｂ’が、図６、図９、図１１Ａ～図１１Ｃに示す傾斜壁１０ｑｓを構成する構
成壁部分に当接するときには、必ず図４、図５Ａ、図５Ｃ、図７Ａ～図７Ｃに示す係合突
起４ｇの端縁４ｇｓが傾斜壁１０ｉｊを構成する構成壁部分１０ｈ’に当接するように挿
入開口１０ｉが形成されている。
【００８０】
　これにより、係合爪４ｂの屈曲部４ｆが係合板部１０ｎに外側から当接して乗り上げて
いるときには、係合突起４ｇの屈曲部４ｈが構成壁部分１０ｈ’に外側から当接して乗り
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上げることになり、背壁部１Ｂの背面壁に対して撮像ユニット２が平行に浮いた状態とな
り、補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２との位置関係がずれるので、カメラボディ側コネ
クタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１との接続が阻止される。
　なお、屈曲部４ｆが係合板部１０ｎに対して撮像ユニット２の内側に配置される場合に
は、両コネクタ部１１、１２は平行状態で接続される。その詳細な作用は後述する。
【００８１】
（ユニット用上面壁補強板金部材２０の説明）
　筐体２Ａの上面２ｄには、図４、図６、図８、図１２に示すユニット用上面壁補強板金
部材２０が配設される。そのユニット用上面壁補強板金部材２０は図１２に示すようにネ
ジ穴２０ａを適宜箇所に有する。このユニット用上面壁補強板金部材２０は、筐体２Ａの
左側面２ｃよりも外方に向かって延長された延長板部２０ｂを有する。
【００８２】
　その筐体２Ａの上面２ｄには、図９に示すように、ユニット用上面壁補強板金部材２０
の配設箇所２ｔがユニット用上面壁補強板金部材２０の周辺を包囲する包囲壁２ｘにより
形成されている。その配設箇所２ｔにはユニット用上面壁補強板金部材２０のネジ穴２０
ａに対応する箇所にネジ穴２ｙが形成されている。ユニット用上面壁補強板金部材２０は
その配設箇所２ｔに配置されて、図４、図６、図８に示すように止めネジ２０ｚにより上
面２ｄに固定される。
【００８３】
　これにより、延長板部２０ｂは撮像ユニット側コネクタ部１１の上面に沿って延在され
た状態となる。延長板部２０ｂには、図１２に示すように、切り欠き部２０ｃと被ロック
部材としての被ロック爪２０ｄとが形成されている。その切り欠き部２０ｃには後述する
ロック部材としてのロック爪が進入する。その被ロック爪２０ｄは後述するロック部材の
切り欠き部に進入される。その被ロック爪２０ｄは傾斜壁２０ｅを有する。撮像ユニット
２はこのロック部材と被ロック部材との係合によりカメラボディ１に固定される。
【００８４】
　撮像ユニット２がカメラボディ１に固定された状態では、ユニット用上面壁補強板金部
材２０はその包囲壁２ｘにより包囲されているので、図１、図２に示すように、正面から
撮像ユニット２を見ても視認できない状態となっている。これにより、撮像装置としての
外観上の見栄えの向上、撮像ユニット２の上面２ｄとカメラボディ１の上壁部１Ｄとの間
への塵埃の進入等の防止が図られている。
【００８５】
（ロック機構、ロック解除機構の説明）
　カメラボディ１には、図１３、図１４に示すロック機構２４が設けられている。このロ
ック機構２４は、側壁部１Ｃと上壁部１Ｄとの交差部分（角部）に位置している。このロ
ック機構２４は、撮像ユニット２をロックする機能を有する。このロック機構２４は、図
５Ｃに示すように、凹部１Ａに筐体２Ａを配設した状態で筐体２Ａを斜め方向から見たと
きにこの筐体２Ａに対して左上隅近傍に位置されている。
【００８６】
　そのロック機構２４は、ロック部材としてのロック板２５（図１５、図１６参照）と、
支軸２７と、ストッパ２７ａとから概略構成されている。ストッパ２７ａはカメラボディ
１に固定されている。そのロック板２５は被ロック部材としての被ロック爪２０ｄと協働
して撮像ユニット２をロックする役割を果たす。ロック解除機構２４’は、ロック解除操
作部材（ロック解除板）２６（図１７、図１８参照）と、支軸２７と、ストッパ２７ｂと
から概略構成されている。そのストッパ２７ｂはカメラボディ１に固定されている。ロッ
ク解除操作部材２６はロック板２５による撮像ユニット２のカメラボディ１に対するロッ
クを解除する役割を果たす。
【００８７】
　カメラボディ１を正面から見たとき、従来の一眼レフレックスカメラの交換鏡胴ユニッ
トの取り外しボタンの位置と比較して同じような位置にロック解除操作部材２６が設けら
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れているので、従来の交換レンズ鏡胴式の一眼レフレックスカメラに慣れている人が使用
した場合でも、撮像ユニット２の取り外し操作を行い易く、誤操作が起きにくい。よって
、誤操作によるリスクの軽減を図りつつ撮像ユニットの取り外しの容易なカメラボディ１
を提供できる。
【００８８】
　ロック板２５は、図１５、図１６に示すように、軸穴２５ａと、切り欠き部２５ｂと、
ロック爪２５ｃとを有する。軸穴２５ａには支軸２７（図１３、図１４参照）が挿通され
る。そのロック爪２５ｃの爪先２５ｃ”は、カメラボディ１の背面側から正面側に向かう
方向を前方と定義して、前方に向けられている。なお、被ロック爪２０ｄの爪先２０ｄ’
（図１４参照）は、撮像ユニット２が凹部１Ａに配置された状態で背壁部１Ｂに臨む方向
に向いている。すなわち、被ロック爪２０ｄの爪先２０ｄ’は、カメラボディ１の正面側
から背面側に向かう方向を後方と定義して、後方に向けられている。
【００８９】
　ロック板２５は、図示を略す付勢手段により、支軸２７を中心にして前方（図１４にお
いて矢印Ｆ３方向）に向けて回動付勢されている。ストッパ２７ａはその付勢手段による
そのロック板２５の回動停止位置を規制する役割を果たす。ロック爪２５ｃと被ロック爪
２０ｄとが係合していない時には、ロック板２５は付勢手段の回動付勢によって、ストッ
パ２７ａに当接した状態で保持される。
【００９０】
　ロック解除操作部材２６はストッパ２７ａから離反している。ロック爪２５ｃには傾斜
壁２５ｃ’が形成されている。この傾斜壁２５ｃ’は、カメラボディ１に対して撮像ユニ
ット２を右から左へ向けて移動させて撮像ユニット２をカメラボディ１に装着セットする
際に、傾斜壁２０ｅと係合して、ロック板２５を支軸２７を支点にして後方に回動させる
分力を生じさせる。
【００９１】
　ロック解除操作部材２６は、図１７、図１８に示すように、軸穴２６ａと、解除突起２
６ｂと、係止突起２６ｃと、ロック解除ボタン２６ｄとを有する。軸穴２６ａには、ロッ
ク板２５を回動可能に支持する支軸２７が挿通される。支軸２７は、軸穴２５ａ及び軸穴
２６ａに挿入され、カメラボディ１に固定される。
【００９２】
　解除突起２６ｂは、ロック板２５の側面２５ｆに当接してロック板２５を解除方向（Ｆ
３と反対方向）に回動させる役割を果たす。係止突起２６ｃにはロック解除用スプリング
２８の一端部２８ａが係止される。ロック解除用スプリング２８の他端部２８ｂは側壁部
１Ｃの内部の適宜箇所に設けられた係止突起（図示を略す）に係止される。ロック解除用
スプリング２８は、ロック解除操作部材２６を支軸２７を中心にして前方に向けて回動付
勢する役割を果たす。
【００９３】
　ストッパ２７ｂは、そのロック解除用スプリング２８の回動付勢力によるロック解除操
作部材２６の回動停止位置を規制する役割を果たす。このロック解除操作部材２６は、非
操作時には、ストッパ２７ｂに当接されている。このロック解除操作部材２６の操作時に
はロック解除操作部材２６は、ストッパ２７ｂから離間し、ストッパ２７ａに接近する方
向に回動される。このロック解除操作部材２６の操作方向への回動量はストッパ２７ａに
よって規制される。
【００９４】
　ロック解除ボタン２６ｄは、図１、図２に示すように、上壁部１Ｄが存在する側を上に
したとき、指掛け凹処１ｃ”よりも上側に位置している。すなわち、指掛け凹処１ｃ”は
ロック解除操作部材２６の下側に位置している。そのロック解除ボタン２６ｄは、グリッ
プ部１ｃから外方に向かって突出する指当て部２６ｅを有する。
【００９５】
　グリップ部１ｃの上方は、通常、撮影の際にグリップ部を把持するための邪魔にならな
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い位置であり、不用意に操作し難い位置であるので、より一層誤操作のリスクを回避しつ
つ撮像ユニットの取り外しの容易なカメラボディを提供できる。更に、グリップ凹部より
も上方の位置でかつグリップ凸部を握持する際に指が当たりにくい位置に、ロック解除操
作部材２６を設けたので、誤操作の懸念を更に低減できる。
【００９６】
　この実施例では、そのロック解除ボタン２６ｄは、グリップ部１ｃの外観形状に倣うよ
うにして回動される。ロック板２５とロック解除操作部材２６とは、互いに重なり合わさ
れて、支軸２７を支点にして回動され、ロック板２５はロック解除ボタン２６ｄとの回動
平面と略同一平面内で回動される。
【００９７】
（カメラボディ側コネクタ部１２及び撮像ユニット側コネクタ部１１の詳細構造）
　側壁部１Ｃには、図１９、図２０に示すように、凹部１Ａに向かって開放する嵌合用の
開口部５２が撮像ユニット側コネクタ部１１に対応して形成されている。この開口部５２
内にはコネクタ本体５３が配設される。カメラボディ側コネクタ部１２は、その開口部５
２内にコネクタ本体５３を配置することにより構成される。側面壁用金属板６はその開口
部５２を避けるようにして配置されている。
【００９８】
　ここでは、図２０に示すように、側面壁用金属板６は背壁部１Ｂを下側にしてかつ上壁
部１Ｄを右側にして側壁部１Ｃを正面から見たときに、上辺板部６ａと下辺板部６ｂとこ
れらを連結する連結板部６ｃとから構成されている。その連結板部６ｃは左側に位置し、
ボディ用側壁面補強用板金部材６の右側は開放されている。
　この開口部５２は、側壁部１Ｃに設けられたコネクターカバー部材５４と側壁部１Ｃ及
び背壁部１Ｂとにより輪郭形状が規定される。そのコネクタ本体５３は、コネクタ端子１
２ｃが被覆部材１２ｂに覆われて構成されている。
【００９９】
　このコネクタ本体５３は、カメラボディ１と撮像ユニット２との間でのデータ転送（通
信）を可能とするために、図２１に示す撮像ユニット側コネクタ部１１のコネクタ本体６
０と接続される。
　コネクタ端子１２ｃは、撮像ユニット側コネクタ部１１のコネクタ本体６０のコネクタ
端子６１との相対的な左右方向への移動によりコネクタ端子６１と電気的な接続が可能と
されている。ここでは、コネクタ端子１２ｃはメス型である。また、コネクタ端子６１は
雄型である。なお、コネクタ端子６１は包囲部材６２により包囲される。包囲部材６２と
コネクタ端子６１との間には、図８に示すように、位置決め突起１２ａ、１２ａが嵌合さ
れる位置決め穴６３が形成されている。
【０１００】
　コネクタ端子１２ｃは、カメラボディ１に固定されたコネクタ基板５１に接続されてい
る。このコネクタ基板５１には、操作部の操作により撮像ユニット２を制御するのに用い
る回路、撮像ユニット２により撮像された画像を処理する処理回路等の電気回路が配線さ
れている。
【０１０１】
　被覆部材１２ｂは、コネクタ端子１２ｃを被覆可能な長尺形状を呈している。この被覆
部１２ｂは、カメラボディ１に撮像ユニット２を装着するとき、人の手が触れて、人体に
たまっている静電気の放電により、電気回路、電気素子等が静電破壊されるのを防止する
役割を有する。
【０１０２】
　カメラボディ側コネクタ部１２には、開口部５２とコネクタ本体５３との大きさ寸法の
差異により、コネクタ本体５３を取り囲む環状溝５７が形成される。この環状溝５７は、
撮像ユニット側コネクタ部１１の嵌合用の突出部としてのコネクタカバー部分５９が、互
いに接続されたコネクタ本体５３とコネクタ本体６０とを取り囲みつつ内方に入り込むこ
とのできる大きさ寸法とされている。その環状溝５７にはコネクタ本体５３を包囲する矩
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形状の封止部材５８が設けられている。なお、ロック板２５は、図２０に示すように、環
状溝５７内で、その封止部材５８よりも上壁部１Ｄに近接して配設されている。
　そのコネクタカバー部分５９は筐体２Ａの左側面２ｃから突出されている。コネクタ本
体６０はそのコネクタカバー部分５９内に配設されている。
【０１０３】
　その封止部材５８は、ゴム（弾性樹脂材料）やスポンジ（海綿状の樹脂材料）のような
弾性変形可能な材料で構成されたシート状とされている。この封止部材５８は接着剤等に
よって環状溝５７を構成する環状壁に固着されている。
　封止部材５８は、図２２に示す互いに接続状態にあるコネクタ本体５３（コネクタ端子
１２ｃ）とコネクタ本体６０（コネクタ端子６１）とに、塵埃や液体等が付着することを
防止する防塵機能や防水機能を有する。
【０１０４】
　図２２に示すように、この撮像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａに適切に装着さ
れると、筐体２Ａの左側面２ｃが側壁部１Ｃすなわち側面壁用金属板６に当接されて、凹
部１Ａ内での左右方向の位置決めが為される。
【０１０５】
　また、撮像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａに装着された状態で、撮像ユニット
側コネクタ部１１のコネクタカバー部分５９（図２１参照）が、カメラボディ側コネクタ
部１２の環状溝５７に遊嵌され、一対の位置決め穴６３と一対の位置決め突起１２ａとに
より撮像ユニット側コネクタ部１１のコネクタ本体６０がカメラボディ側コネクタ部１２
のコネクタ本体５３に適切に連結されて、カメラボディ１と撮像ユニット２とが電気的に
通信可能に接続される。
【０１０６】
　このとき、撮像ユニット側コネクタ部１１のコネクターカバー部分５９の先端は、カメ
ラボディ側コネクタ部１２の環状溝５７に設けられた封止部材５８を圧接する。
　コネクタカバー部分５９の先端が封止部材５８を圧接することにより、コネクターカバ
ー部分５９の先端と封止部材５８との間を確実に封止することができる。従って、塵埃や
液体等が、カメラボディ１の凹部１Ａから撮像ユニット側コネクタ部１１のコネクタ本体
６０のコネクターカバー部分５９の内方へ侵入するのを防止できる。
【０１０７】
（板バネ２ｋの形状説明）
　図２３は板バネ２ｋの外観形状を示す拡大斜視図である。図２４は板バネ２ｋとユニッ
ト用背面壁補強板金部材１０とボディ用背面壁補強板金部材４との係合完了状態での位置
関係を示す図である。
　板バネ２ｋは、図１０Ｂ、図２３、図２４に示すように、取付け板部ｋ１と自由板部ｋ
２を有する。この取り付け板部ｋ１と自由板部ｋ２とは概略平行の構成とされ、図６、図
１０Ｂに示す撮像ユニット２の一対の係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒと直交する方向
に延びている。一対のネジ穴２ｍ、２ｍはその一対の取り付け板部ｋ１に間隔を開けて形
成されている。
【０１０８】
　その取付け板部ｋ１はそのネジ穴２ｍ、２ｍの形成箇所から係合爪切り起こし部用案内
穴１０ｒと平行に延びる一対の平行板部ｋ３、ｋ３を有する。この一対の平行板部ｋ３、
ｋ３は係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒとガイド溝１０ｑとの境界近傍で同一平面内で
ガイド溝１０ｑに向かう方向に直角に延在された直交板部ｋ３’、ｋ３’を有する。その
一対の直交板部ｋ３’、ｋ３’は自由板部ｋ２の延びる方向両端部で互いに連結されてい
る。
【０１０９】
　その図２３、図２４において、符号ｋ４、ｋ４はその一対の直交板部ｋ３’、ｋ３’と
自由板部ｋ２とを連結する連結板部を示している。その一対の連結板部ｋ４、ｋ４は、図
２３に示すように、傾斜弾性板部ｋ５、ｋ６と当接板部ｋ７とから構成されている。この
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一対の連結板部ｋ４、ｋ４は係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒに沿って延びている。
【０１１０】
　一対の係合爪４ｂ、４ｂの屈曲部４ｆ、４ｆは、ユニット用背面壁補強板金部材１０を
基準にしてこのユニット用背面壁補強板金部材１０よりも撮像ユニット２の内側から、そ
の連結板部ｋ４、ｋ４に対面する構成、言い換えると、その連結板部ｋ４、ｋ４に臨む構
成とされている。
　その傾斜弾性板部（付勢板バネ）ｋ５、ｋ６は、係合爪４ｂ、４ｂに臨む係合板部１０
ｎ、１０ｎの面に位置して、撮像ユニット２を背壁部１Ｂに向けて付勢する。
【０１１１】
　屈曲部４ｆが撮像ユニット２の外側から係合板部１０ｎに当接する場合、係合突起４ｇ
がないものとすると、撮像ユニット２がカメラボディ１のボディ用背面壁補強板金部材４
に対して斜めに傾いた状態で両コネクタ部１１、１２同士が接続される可能性があるが、
この発明の実施の形態によれば、後述する理由によりこのような問題は生じない。
【０１１２】
　なお、屈曲部４ｆが、図２６、図２７に示すように、係合板部１０ｎに対して撮像ユニ
ット２の内側に位置している場合には、係合突起４ｇの有無に拘わらず撮像ユニット２が
カメラボディ１のボディ用背面壁補強板金部材４に対して斜めに傾いた状態で両コネクタ
部１１、１２同士が接続されるという可能性は生じない。
【０１１３】
　その当接板部ｋ７には、撮像ユニット２がカメラボディ１に適切に装着された状態で、
すなわち、撮像ユニット側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２とが接続され
た状態で、一対の係合爪４ｂ、４ｂが当接可能とされている。
【０１１４】
　そのユニット用背面壁補強板金部材１０には、図２４～図２６に示すように、ユニット
用背面壁補強板金部材１０の係合板部１０ｎ、１０ｎに係合爪４ｂが係合完了した状態で
は、傾斜弾性板部ｋ５、ｋ６の弾性変形による付勢力によりボディ用背面壁補強板金部材
４に向かう方向の押圧力が加わる。これにより、撮像ユニット２がカメラボディ１に押し
つけられる。
【０１１５】
　また、半円形状凸部１０ｓが係合爪４ｂの屈曲部４ｆに当接し、屈曲部４ｆとユニット
用背面壁補強板金部材１０との間に寸法誤差に起因する隙間があったとしても、この寸法
誤差に基づくガタ付きは、図２７に示すように、板バネ２ｋの弾性変形と半円形状凸部１
０ｓとにより吸収される。なお、図２７には板バネ２ｋの弾性変形前の状態が二点鎖線で
示されている。
【０１１６】
（樹脂板３０の摺接リブ４ｋ、４ｎの機能の説明及び樹脂板３０の構成の補足説明）
　摺接リブ４ｋはその隆起部３０ｓに突条逃げ用凹部４ｋ’が設けられてなくてかつユニ
ット用背面壁補強板金部材１０に突条部１０ａ’、１０ａ’が設けられていないもとする
と、その摺接リブ４ｋの機能と摺接リブ４ｎの機能とは同一となるので、ここでは、図２
８、図２９を参照しつつ摺接リブ４ｎの機能のみについて説明する。
【０１１７】
　カメラボディ１に対して撮像ユニット２を左右方向にスライドさせて撮像ユニット２を
カメラボディ１に対して着脱する際に、ユニット用背面壁補強板金部材１０がボディ用背
面壁補強板金部材４に直接接触する構成とすると、ボディ用背面壁補強板金部材４とユニ
ット用背面壁補強板金部材１０との金属同士の擦過に起因する金属音が発生するが、この
実施例によれば、撮像ユニット２をカメラボディ１に対して左右方向にスライドさせる際
に、ユニット用背面壁補強板金部材１０が図２８、図２９に示すように、樹脂製の摺接リ
ブ４ｎに摺接しながら左右方向に摺動する構成であるので、金属同士の擦過に起因する金
属音の発生を回避できる。
【０１１８】
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　また、樹脂板３０を背壁部１Ｂの凹処に配設する構成として、撮像ユニット２を背壁部
１Ｂに向けて押し付けると、背壁部１Ｂと樹脂板３０との間の寸法公差に起因して、樹脂
板３０が弾性変形して反り返り、樹脂板３０の反り返りに基づきいわゆる「ぱくつき音」
が発生するが、この実施例では、樹脂板３０の背壁部１Ｂに臨む側の面であって適宜箇所
に、図２５～図２９に示すように、半球形状突部３０ｔが複数個形成され、背壁部１Ｂと
樹脂板３０との間の寸法公差を吸収する構成とすることにより、寸法公差に起因する反り
返り、弾性変形を防止することにより、反り返りに起因する「ぱくつき音」の発生を回避
する構成とされている。
【０１１９】
（突条部１０ａ’、１０ａ’と突条逃げ用凹部４ｋ’との関係）
　次に、図３３Ｇを参照しつつ突条部１０ａ’、１０ａ’のガイド突起４ｊに沿って延び
る方向の長さＬ３と、撮像ユニット側コネクタ部１１のカメラボディ側コネクタ部１２へ
の接続完了状態での突条部１０ａ’、１０ａ’の右方端部分から摺接リブ４ｎに近い側の
摺接リブ４ｋまでの長さＬ２と、係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’が傾斜壁１０ｑｓを横切る
位置から係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’が半円形状突部１０ｓに当接するまでの長さＬ１と
について説明する。
【０１２０】
　なお、その図３３Ｇは、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１
１との接続が完了した状態でのボディ用背面壁補強板金部材４に対するユニット用背面壁
補強板金部材１０の相対位置関係を示す説明図であって、撮像ユニット２の正面側からボ
ディ用背面壁補強板金部材４に対するユニット用背面壁補強板金部材１０とを透視して見
た図である。
【０１２１】
　突条部１０ａ’、１０ａ’は、後で詳しく操作手順を説明するが、正規の操作手順で撮
像ユニット２をカメラボディ１にセットする際に、すなわち、係合突起４ｇの屈曲部４ｈ
が係合突起案内穴１０ｈの構成壁部分１０ｈ’に当接しないようにして撮像ユニット２を
カメラボディ１にセットする際に、図３３Ｂに示す摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋ
に当接することにより、係合爪４ｂの屈曲部４ｆから底壁１０ｐまでの間隔Ｈを確保する
ために設けられるものである。
【０１２２】
　一方、突条逃げ用凹部４ｋ’は、係合突起４ｇの切り起こし部４ｉが係合突起切り起こ
し部用案内穴１０ｊの進入開始位置からその終端位置に至るまでの間及び係合爪４ｂの右
方端縁４ｂ’が傾斜壁１０ｑｓを横切る位置から係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’が半円形状
突部１０ｓに当接するまでの間、摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋにユニット用背面
壁補強板金部材１０の外面が接するようにするために設けられるものである。
【０１２３】
　従って、少なくとも、撮像ユニット側コネクタ部１１のカメラボディ側コネクタ部１２
への接続完了状態での突条部１０ａ’、１０ａ’の右方端部分から摺接リブ４ｎに近い側
の摺接リブ４ｋまでの長さＬ２は、図３３Ｇに示すように、係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’
が傾斜壁１０ｑｓを横切る位置から係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’が半円形状突部１０ｓに
当接するまでの長さＬ１と同等かこれよりも長くなければならない。
【０１２４】
　長さＬ２が長さＬ１よりも短いと、撮像ユニット２をカメラボディ１から抜き取る際、
係合爪４ｂと係合板部１０ｎとの係合解除前に、及び、係合突起４ｇが係合突起切り起こ
し部用案内穴１０ｊから離脱する前に、突条部１０ａ’、１０ａ’の右方端部分が摺接リ
ブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋに乗り上げることになり、ユニット用背面壁補強板金部材
１０と係合爪４ｂと係合突起４ｇとの少なくともいずれかに変形を来すことになるからで
ある。
【０１２５】
　突条部１０ａ’、１０ａ’の長さＬ３は、撮像ユニット２をカメラボディ１にセットす
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る際に、図３３Ｂに示す摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋに当接する範囲を極力大き
く確保するために、長さＬ２が長さＬ１と同じかこれよりも長いという条件のもとで極力
長いことが望ましい。
【０１２６】
（カメラボディ１、撮像ユニット２に搭載される電装部品の回路構成）
　次に、図３０を参照しつつカメラボディ１、撮像ユニット２に搭載される電装部品につ
いて説明する。
【０１２７】
　カメラボディ１には、例えば、図３０に示すように、リチウムイオンバッテリ２０４、
ストロボ発光部２０７（ストロボ発光装置５ｘ）、電子ビューファインダー装置２０９、
表示部としての表示面１ｂを有する液晶表示装置（ＬＣＤ）２１０、ハイビジョンテレビ
ジョンコネクタインタフェース（ＨＤＭＩＩＦ）２１２、オーディオビデオ（ＡＶOUT）
出力端子２１３、ＵＳＢインターフェース（USBIF）２１４、ＳＤカードインタフェース
（SDｃaｒｄ）２１５、オーディオコーデック回路（AUｄiｏ　ｃｏｄeｃ）２１６、スピ
ーカ２１７、マイクロフォン２１８、画像データを記憶する記録媒体としてのフラッシュ
ＲＯＭ（Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ）２１９、ＤＤＲ－ＳＤＲＡＭ２２０、画像データを受信す
る受信部としても機能するメインＣＰＵ２０８、撮像指示を与える操作スイッチ２０６、
２１１、操作スイッチ２０６からの撮像指示を受け付ける撮像指示受付部としてのサブＣ
ＰＵ（Ｓuｂ　CPU）２０５、ＤＣ／ＤＣ電源回路２０３、スイッチング素子２０２、カメ
ラボディ側コネクタ部１２のコネクタ端子２０１（１２ｃ）が設けられている。
【０１２８】
　これらは、撮像装置としてのデジタルカメラに要求される公知の機能を有する電装部品
の一部を構成している。その操作スイッチ２０６は例えばレリーズボタン５ｙであり、操
作スイッチ２１１は例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）２１０等を操作する操作キーである。
その液晶表示装置（ＬＣＤ）２１０は例えば背壁部１Bに設けられている。その操作スイ
ッチ２１１はその背壁部１Bの適宜箇所に設けられる。
【０１２９】
　撮像ユニット２の筐体２Ａには、光学系としての撮像レンズユニット１０７、撮像素子
１０８、ＡＦＥ回路１０９、ホール素子（Hall　eｌeｍnｔ）１０４、駆動コイル（Coiｌ
）１０５、ジャイロセンサ（Gｙｒoｓenｓoｒ）１０６、駆動ドライバ（Moｔoｒ　Dｒiｖ
eｒ）１１１、駆動モータ（M）１１０、加速度検出センサ１１２、テレワイド検出スイッ
チ１１３、画像データを送信する撮像ユニット側コネクタ部１１のコネクタ端子１１６（
６１）が設けられている。
【０１３０】
　これらも撮像装置としてのデジタルカメラに要求される公知の機能を有する実装部品の
一部を構成している。その撮像レンズユニット１０７は複数個のレンズを有し、この複数
個のレンズ系の一部は可動鏡筒３ｂに設けられている。なお、この実施例では、駆動モー
タ（M）１１０、駆動ドライバ１１１を撮像ユニット２に設ける構成として説明している
が、これらはカメラボディ１に設ける構成とすることもできる。
【０１３１】
　ここでは、撮像ユニット２にはカメラボディ１から電源電力が供給される。例えば、ホ
ール素子１０４、駆動コイル１０５、ジャイロセンサ１０６は手ぶれ補正機構の一部を構
成している。この手ぶれ補正機構の信号はコネクタ端子１１６、２０１を介してメインＣ
ＰＵ２０８に入力され、メインＣＰＵ２０８はこれらの信号に基づき手ぶれ補正処理を実
行する。手ぶれ補正処理は、手ぶれによって発生する撮像素子の受光面上に投影される画
像のぶれを補正する処理である。
【０１３２】
　例えば、ジャイロセンサ１０６により検出したぶれの方向と反対の方向に撮像素子を駆
動する処理であっても良いし、また、ジャイロセンサ１０６により検出したぶれの方向と
同一の方向に撮像レンズユニット１０７の一部の光学素子を駆動する処理であっても良い
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。撮像素子１０８の映像信号はＡＦＥ回路１０９を介してメインＣＰＵ２０８に入力され
、所定の画像処理が施されて液晶表示装置（ＬＣＤ）２１０等に表示される。
【０１３３】
　テレワイド検出スイッチ１１３はコネクタ端子１１６、２０１を介してメインＣＰＵ２
０８に入力され、メインＣＰＵ２０８はテレワイド検出スイッチ１１３、操作スイッチ２
１１等のスイッチ信号に基づいて駆動ドライバ１１１、駆動モータ１１０を制御し、これ
により、撮像レンズユニット１０７を駆動制御する。加速度検出センサ１１２の検出出力
は、コネクタ端子１１６、２０１を介してメインＣＰＵ２０８に入力され、メインＣＰＵ
２０８はその加速度検出センサ１１２の検出出力に基づいて液晶表示装置（ＬＣＤ）２１
０に表示される画像の傾きを制御する。
【０１３４】
　液晶表示装置（ＬＣＤ）２１０には、加速度検出センサ１１２の検出出力に基づいて、
水平に対する撮像ユニット２の傾き具合が表示される。水平に対する撮像ユニット２の傾
き具合は、数値による表示であっても、映像による表示あっても良い。
【０１３５】
　操作スイッチ２０６を操作すると、その撮像指示に基づいて、撮像ユニット２が被写体
を撮像して画像データに変換する。コネクタ端子１１６はこの画像データをメインＣＰＵ
２０８に送信する。
【０１３６】
　その撮像ユニット２に、図３１に示すように、ＤＣ／ＤＣ電源回路１０１、サブＣＰＵ
１０２、メインＣＰＵ１０３、フラッシュＲＯＭ１１４、ＤＤＲＳＤＲＡＭ１１５を設け
、メインＣＰＵ１０３で画像処理を行った後、コネクタ端子１１６、２０１を介して画像
処理信号をメインＣＰＵ２０８に送信する構成を採用することもできる。メインＣＰＵ１
０３でＪＰＥＧ等のフォーマットへの圧縮処理を行い、コネクタ端子１１６、２０１を介
して圧縮された画像データをメインＣＰＵ２０８に送信する構成を採用することもできる
。
【０１３７】
　このように、撮像ユニット２で画像処理、又は、圧縮処理を行う構成とすると、ノイズ
の少ない安定した画像をカメラボディ１のメインＣＰＵ２０８に送信することができる。
これらの電装部品は後述する電装基盤に配設される。
【０１３８】
　このように、この発明の実施例によれば、図１、図２に示すように、同一のカメラボデ
ィ１に対して、異なる大きさの撮像ユニット２を着脱可能である。なお、撮像ユニット２
をカメラボディ１に装着したときに、撮像ユニット２の筐体２Ａの下面とカメラボディ１
の下面とが面一となるように、カメラボディ１、撮像ユニット２を構成すると、撮像ユニ
ット２が装着されたカメラボディ１の取り扱いが容易になる。
【０１３９】
　更に、異なる大きさの撮像ユニット２をカメラボディ１に装着したときはいつでも、撮
像ユニット２の筐体２Ａの下面とカメラボディ１の下面とが面一となるように、カメラボ
ディ１、撮像ユニット２を構成すると、いずれの撮像ユニット２が装着されたカメラボデ
ィ１でも、取り扱いが容易となる。
【０１４０】
　カメラボディ１の凹部１Ａは三方向（右、下、前）に開放され、カメラボディ１に対す
る撮像ユニット２の大きさの制約が緩和されているので、顧客のニーズに合わせて大型の
高感度撮像素子や小型の撮像素子を撮像ユニット２に配設することができ、左右上下前後
方向に大きさの違う撮像ユニット２を共通のカメラボディ１に着脱できる。また、例えば
、撮像ユニット２のレンズ鏡胴３の大きさの自由度を従来に較べて向上させたので、単焦
点レンズから高倍率ズームレンズまでの多種多様の交換レンズ群ユニットとして、撮像ユ
ニットを提供できる。従って、顧客は、撮像素子１０８の進歩に応じて撮像ユニット２の
みを購入し、グレードアップを図ることができることになる。
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【０１４１】
　カメラボディ１の凹部１Ａは、右と下との２方向が開放されていることにより、左右上
下方向に大きさの異なる撮像ユニット２を装着することが可能である。よって、カメラボ
ディ１に対する撮像ユニット２の大きさの制約が緩和されているので、顧客のニーズに合
わせて大型の高感度撮像素子や小型の撮像ユニット２に配設することができ、レンズ鏡胴
３や撮像素子の異なる、大きさの違う撮像ユニット２を共通のカメラボディ１に着脱でき
る。また、例えば、撮像ユニット２のレンズ鏡胴３の大きさの自由度を従来に較べて向上
させたので、単焦点レンズから高倍率ズームレンズまでの多種多様の交換レンズ群ユニッ
トとして、撮像ユニット２を提供できる。従って、顧客は、撮像素子１０８の進歩に応じ
て撮像ユニット２のみを購入し、グレードアップを図ることができることになる。
【０１４２】
　この発明の実施の形態によれば、既述したように、同一のカメラボディ１に対して、大
きさの異なるレンズ鏡胴３や大きさの異なる撮像素子を有し、凹部１Ａに配設される筐体
の大きさが異なる複数の撮像ユニット２を着脱可能である。図２に示す撮像ユニット２の
レンズ鏡胴３は図１に示す撮像ユニット２のレンズ鏡胴３よりも長く、光学系が大きい。
なお、撮像ユニット２の筐体２Ａの下面２ｅとカメラボディ１の下面とは撮像ユニット２
をカメラボディ１に装着したときに面一となるように、カメラボディ１、撮像ユニット２
を構成するのが望ましい。
【０１４３】
　すなわち、ここでは、カメラボディ１の凹部１Ａは三方向に開放され、カメラボディ１
に対する撮像ユニット２の大きさの制約が緩和されているので、顧客のニーズに合わせて
大型の高感度撮像素子や小型の撮像素子１０８を撮像ユニット２に配設することができ、
レンズ鏡胴３や撮像素子１０８の異なる撮像ユニット２を共通のカメラボディ１に着脱で
きる。
【０１４４】
　また、例えば、撮像ユニット２のレンズ鏡胴３の大きさの自由度を従来に較べて向上さ
せたので、単焦点レンズから高倍率ズームレンズまでの多種多様の交換レンズ群ユニット
として、撮像ユニット２を提供できる。従って、顧客は、撮像素子１０８の進歩に応じて
撮像ユニット２のみを購入し、グレードアップを図ることができることになる。また、両
コネクタ部１１、１２にベイコネクタを用いると、短時間で画像データの転送を行うこと
ができる。
【０１４５】
　なお、従来の交換レンズ用レンズマウントの規格では、撮像素子１０８の大きさ、レン
ズマウントと撮像素子１０８との間の光軸方向の距離（フランジバック）、レンズマウン
トの直径、等について制約があった（例えば、フォーサーズシステム(Four Thirds Syste
m)等）。この制約により、カメラ全体としての薄型化・小型化には限界があった。
【０１４６】
　これに対して、本発明では、撮像素子１０８の大きさ、光学系と撮像素子１０８との間
の光軸方向の距離、レンズ鏡筒（レンズ鏡胴３又は可動鏡筒３ｂ）の直径、等を撮像ユニ
ット毎に自由に設定できる。撮像ユニット２毎の用途に応じて、様々な光学系と様々な種
類・大きさの撮像素子（種類：ＣＯＭＳ，ＣＣＤなど。大きさ：ＡＳＰ－Ｃ、2/3インチ
型、1/2.33型など）１０８とを自由に組合せることができる。
【０１４７】
　また、カメラ全体として薄型化・小型化を行う際には、撮像ユニット２の光軸方向の長
さをより短くすること、及び、レンズ鏡筒（レンズ鏡胴３又は可動鏡筒３ｂ）の直径をよ
り小さくすることが可能となり、撮像ユニット全体の大きさを小さくすることができる。
【０１４８】
　一方、カメラの撮像性能を向上させる場合には、より大型の撮像素子１０８と、より大
きな光学系とを組み合わせることができ、カメラの各種撮像性能を向上させることができ
る。この場合にも、光学系と撮像素子１０８の組合せの自由度が高く、光学系と撮像素子
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１０８と併せて最適に設計できるので、撮像性能を向上させつつ、撮像ユニット２全体の
大きさを小さくすることができる。なお、用途に応じて、大きな光学系と小さな撮像素子
１０８とを組合せたり、小さな光学系と大きな撮像素子１０８とを組み合わせることも可
能である。
【０１４９】
　更に、カメラ全体として薄型化・小型化を行った撮像ユニット２と、カメラの撮像性能
を向上させた撮像ユニット２とを同一のカメラボディ１に着脱可能であることにより、様
々な特徴を持つカメラから構成される撮像システム全体を、軽量化・小型化することがで
きる。すなわち、本発明により、デジタルカメラ（撮像装置）そのもの、及び撮像システ
ム全体をより小型にでき、携帯性を向上させることができる。
【０１５０】
　また、カメラボディ１と撮像ユニット２との間で通信を行う両コネクタ部１１、１２に
、６８ピンのベイコネクタを用いたので、短時間で容量の大きい画像データの転送を行う
ことができる。なお、カメラボディ１と撮像ユニット２との間の通信を行うために、その
他の方式、例えば、無線通信方式、光通信方式、嵌合せずに当接によって通信を行う接触
通信方式等を用いても良い。
【０１５１】
　また、両コネクタ部１１、１２は、カメラボディ１から撮像ユニット２への電力の供給
も行う（図３１参照）。本実施例では、両コネクタ部１１、１２が通信及び電力供給の両
方を行うので、コネクタの抜き差しを行う際の不具合が発生しにくいが、通信用コネクタ
と電力供給用コネクタを別個に設ける構成としても良い。
【０１５２】
（カメラボディ１への撮像ユニット２の装着手順）
　カメラボディ１への撮像ユニット２の装着手順を概略説明すると、撮像ユニット２は図
３２において、Ｚ方向の負の側の向きに移動されることにより、カメラボディ１の背面部
１Ｂにセットされる。ついで、撮像ユニット２はＸ方向の負の向き（左向き）に移動され
ることにより、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１とが嵌合
される。
　係合突起（角度規制部材）４ｇは、この状態のとき、左右方向（ＸＹ方向）で見て、側
壁部１Ｃと付勢部との間に位置している。
【０１５３】
　また、撮像ユニット２は、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部
１１とが嵌合された状態において、撮像ユニット２がカメラボディ１に対してＸ方向の正
の向き（右向き）に移動されることにより、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニッ
ト側コネクタ部１１との嵌合が解除される。
　従って、撮像ユニット２がカメラボディ１の側壁部１Ｃの側面壁に対して着脱される方
向は、Ｘ方向（左右方向）である。
【０１５４】
　次に、カメラボディ１に撮像ユニット２をセットする正規の手順について以下詳細に説
明する。
　この発明の実施の形態では、カメラの使用者は、撮像ユニット２を手で持ち、カメラボ
ディ１の背壁部１Ｂに設けられているボディ用背面壁補強板金部材４にユニット用背面壁
補強板金部材１０を上から対面するように、かつ、係合突起４ｇが係合突起案内穴１０ｈ
の開放端構成壁部１０ｈ”の近傍に対向するようにして、カメラボディ１に対する撮像ユ
ニット２の相対的位置関係を設定する。
【０１５５】
　そして、カメラの使用者が、ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１０ａ
をガイド突起４ｊ、４ｊのガイド面４ｐ、４ｐに沿わせて、ボディ用背面壁補強板金部材
４とユニット用背面壁補強板金部材１０とが平行に対面した状態で、カメラボディ１に対
して撮像ユニット２をカメラボディ１の側壁部１Ｃに向かってスライド操作することによ
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りカメラボディ１に撮像ユニット２を装着させるのが正規の装着手順である。
【０１５６】
　すなわち、カメラボディ１の背壁部１Ｂを下側にして水平状態にする。たとえば、カメ
ラボディ１を左手に載せて水平状態とする。カメラボディ１に対して撮像ユニット２を図
３２に示す矢印Ｆ１方向（前から後の方向又は図３２においては上から下の方向）から近
づけて、図３３Ａ、図３３Ｂ、図３３Ｃに示すように、係合突起４ｇを開放端構成壁部１
０ｈ”の近傍の挿入開口１０ｉに対面させ、ガイド突起４ｊ、矩形状突起４ｍ及び係合爪
４ｂをガイド溝１０ｑに対面させる。と同時に、ガイド突起４ｊのガイド面４ｐ、４ｐに
ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１０ａを摺接させる。
【０１５７】
　このとき、ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１０ａに形成されている
突条部１０ａ’、１０ａ’が摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋに当接するので、図３
３Ｂに示すように、係合爪４ｂの屈曲部４ｆから底壁１０ｐまでの間隔Ｈが確保される。
【０１５８】
　仮に、ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１０ａに突条部１０ａ’、１
０ａ’が設けられていないものとすると、係合爪４ｂの屈曲部４ｆから底壁１０ｐまでの
間隔Ｈが突条部１０ａ’、１０ａ’が設けられている場合の間隔Ｈに較べて小さくなり、
カメラの使用者の何らかの操作加減で、撮像ユニット２がカメラボディ１に対して傾いて
、ガイド爪４ｂの屈曲部４ｆが底壁１０ｐに勢いよく当たるようなことがあると、隙間Ｈ
が確保されず、底壁１０ｐが係合爪４ｂにより傷付けられ、カメラボディ１に対する撮像
ユニット２の着脱操作の際の操作品位が低下するおそれがある。
【０１５９】
　しかしながら、この実施例では、ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１
０ａに突条部１０ａ’、１０ａ’が設けられているので、着脱操作の際に、係合爪４ｂの
屈曲部４ｆから底壁１０ｐまでの間隔Ｈを確保できることになり、カメラの使用者の何ら
かの操作加減で、撮像ユニット２がカメラボディ１に対して傾いた場合であっても底壁１
０ｐが傷つけられるのを極力回避できることになる。
【０１６０】
　特に、筐体２Ａの全体の厚さ（Ｚ方向の厚さ）を厚くすることなく、筐体２Ａの内部の
スペースの増大を図るために、背面部２ｂのガイド溝１０ｑの深さを浅くしたとしても、
カメラボディ１に対する撮像ユニット２の着脱操作の際の底壁１０ｐが傷つけられるのを
回避できる。
【０１６１】
　撮像ユニット２を図３３Ａ、図３３Ｂに示す矢印Ｆ２方向に移動させると、突条部１０
ａ’、１０ａ’が摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋに当接した状態でかつガイド突起
４ｊのガイド面４ｐ、４ｐにユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１０ａが
摺接しつつ、係合突起４ｇが開放端構成壁部１０ｈ”の近傍の挿入開口１０ｉから奥部に
存在する係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊに向かって案内される。
【０１６２】
　係合突起４ｇの端縁４ｇｓが、図３３Ｄに示すように、傾斜壁１０ｉｊの位置近傍に達
すると、係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’がユニット用背面壁補強板金部材１０の傾斜壁１０
ｑｓの位置近傍に達する。すると、突条部１０ａ’、１０ａ’が図３３Ｄ、図３３Ｅに示
すように、突条逃げ用凹部４ｋ’に進入する。これにより、ユニット用背面壁補強板金部
材１０の外面が摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋ及び摺接リブ４ｎに摺接することに
なる。
【０１６３】
　また、係合爪４ｂ、４ｂの屈曲部４ｆはガイド溝１０ｑの底壁１０ｐに近接し、、係合
突起４ｇの屈曲部４ｈは係合突起案内溝２ｓの底壁に近接し、屈曲部４ｆ、屈曲部４ｈと
ボディ用背面壁補強板金部材４との間にユニット用背面壁補強板金部材１０が進入可能な
状態となる。
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【０１６４】
　なお、突条部１０ａ’、１０ａ’の延びる方向の左方端部分及び右方端部分は傾斜され
、これに対応して、摺接リブ４ｋ、４ｋと突条逃げ用凹部４ｋ’との間は傾斜されている
ので、突条部１０ａ’、１０ａ’の突条逃げ用凹部４ｋ’への進入及び退避はスムーズに
行われる。
【０１６５】
　図３３Ｆは、ボディ用背面壁補強板金部材４の係合突起４ｇがユニット用背面壁補強板
金部材１０の開放端構成壁部１０ｈ”の近傍の挿入開口１０ｉに対面している図３３Ａに
示す状態と、ボディ用背面壁補強板金部材４の係合突起４ｇの端縁４ｇｓがユニット用背
面壁補強板金部材１０の傾斜壁１０ｉｊの位置近傍に位置している図３３Ｄに示す状態と
の中間位置の挿入開口１０ｉの箇所に係合突起４ｇが位置している状態を示しており、ボ
ディ用背面壁補強板金部材４の係合突起４ｇとユニット用背面壁補強板金部材１０の挿入
開口１０ｉとの対応関係を残余の構成部分を含めて詳細に示す説明図である。この図３３
Ｆに示す状態でも、突条部１０ａ’、１０ａ’は摺接リブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋに
当接している。
【０１６６】
　従って、係合突起４ｇが係合突起案内穴１０ｈの開放端構成壁部１０ｈ”の近傍に対向
するようにして、カメラボディ１に対する撮像ユニット２の相対的位置関係を設定する図
３３Ａに示す状態ではなく、図３３Ｆに示すように、係合突起４ｇが挿入開口１０ｉの中
間位置に上下方向から対向するようにして、カメラボディ１に対する撮像ユニット２の相
対的位置関係を設定して、その後、ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ、１
０ａをガイド突起４ｊ、４ｊのガイド面４ｐ、４ｐに沿わせて、ボディ用背面壁補強板金
部材４とユニット用背面壁補強板金部材１０とが平行に対面した状態で、カメラボディ１
に対して撮像ユニット２をカメラボディ１の側壁部１Ｃに向かってスライド操作すること
によりカメラボディ１に撮像ユニット２を装着させる操作手順を採用することもできる。
この操作手順も正規の操作手順である。
【０１６７】
　係合突起４ｇの端縁４ｇｓが、図３３Ｄに示すように、傾斜壁１０ｉｊの位置近傍に達
し、係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’がユニット用背面壁補強板金部材１０の傾斜壁１０ｑｓ
の位置近傍に達した後、更に、図３３Ｄ、図３３Ｅに示す矢印Ｆ２方向に撮像ユニット２
を移動させると、ユニット用背面壁補強板金部材１０の外面が摺接リブ４ｎに近い側の摺
接リブ４ｋ及び摺接リブ４ｎに摺接した状態で、係合爪４ｂの切り起こし部４ｅが係合爪
切り起こし部用案内穴１０ｒに沿って案内され、また、同時に、係合突起４ｇの切り起こ
し部４ｉが係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊに沿って案内される。更に、係合爪４ｂ
の屈曲部４ｆが係合板部１０ｎの内面に対面し、係合突起４ｇの屈曲部４ｈがユニット用
背面壁補強板金部材１０の係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊの構成壁部分の内面に対
面する。
【０１６８】
　この係合爪４ｂの係合板部１０ｎの傾斜壁１０ｑｓに沿っての案内の際に、係合爪４ｂ
が板バネ２ｋを弾性変形させ、この板バネ２ｋに加わる弾性変形力によって、ユニット用
背面壁補強板金部材１０が背壁部１Ｂに押し付けられる。これにより、撮像ユニット２と
カメラボディ１との間での寸法誤差に基づくガタツキが吸収される。
【０１６９】
　また、撮像ユニット２は、そのユニット用背面壁補強板金部材１０の外面が樹脂製の摺
接リブ４ｋ、４ｎを摺動しつつ、かつ、ユニット用背面壁補強板金部材１０の辺縁１０ａ
、１０ａがガイド面４ｐ、４ｐに摺接しつつ側壁部１Ｃに向かって案内されるので、ユニ
ット用背面壁補強板金部材１０とボディ用背面壁補強板金部材４との擦過によって生じる
金属製の擦過音も回避される。
【０１７０】
　その板バネ２ｋへの係合爪４ｂの接触とほぼ同時に補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２
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との嵌合が開始され、この補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２とによって、カメラボディ
側コネクタ部１２に対する撮像ユニット側コネクタ部１１の位置規制が概略なされる。
　ついで、カメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ１１とが、図２２に
示すように互いに嵌合されて、カメラボディ１と撮像ユニット２とが電気的に通信可能に
接続される。
【０１７１】
　カメラボディ１のＭａｉｎ　ＣＰＵ２０８はカメラボディ側コネクタ部１２の所定のピ
ン（カメラボディ側接続検知用ピン）の接続の有無を監視しており、カメラボディ側接続
検知用ピンが撮像ユニット側接続検知用ピンと接続されたことを検知すると、カメラボデ
ィ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１との間の通信及び電力送信を開始す
る。
　なお、接続検知用ピンが接続されたことを検知した場合、直ちに、カメラボディ側コネ
クタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１との間の通信及び電力送信を開始する構成と
しても良い。
【０１７２】
　また、接続検知用ピンが接続されたことを検知した場合、所定の時間経過後に、カメラ
ボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１との間の通信又は電力送信を開
始する構成としても良い。すなわち、撮像ユニット側コネクタ部１１とカメラボディ側コ
ネクタ部１２との接続により通信可能な状態になれば良く、接続と同時に通信を行う必要
はない。
【０１７３】
　なお、その補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２との嵌合の際に、補助嵌合穴２２の底部
に衝撃吸収部材２２ａが設けられているので、カメラボディ１と撮像ユニット２との衝突
による衝撃が緩和される。また、その補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２とによってカメ
ラボディ１に対する撮像ユニット２の前後方向のガタツキが更に緩和される。
【０１７４】
　そのカメラボディ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ１１との接続が完了した
状態の際には、図２４～図２９に示すように、係合爪４ｂの屈曲部４ｆが板バネ２ｋの弾
性付勢力を受けつつ半円形状凸部１０ｓ、１０ｓに当接した状態となっている。
　なお、その係合爪４ｂの屈曲部４ｆが半円形状凸部１０ｓ、１０ｓに当接した状態では
、図３３Ｇ、図３３Ｈに示すように、係合突起４ｇは係合突起切り起こし部用案内穴１０
ｊの終端に位置している。
【０１７５】
　また、その補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２との嵌合の際とほぼ同時でかつ位置決め
突起１２ａと位置決め穴６３との嵌合直前に、図１４に示す被ロック爪２０ｄの傾斜壁２
０ｅがロック爪２５ｃの傾斜壁２５ｃ’に当接する。この当接により傾斜壁２５ｃ’に生
じる分力が、図示を略す付勢部材によるロック板２５の回動付勢力よりも大きくなると、
ロック板２５は支軸２７を支点にしてその回動付勢力の作用する方向（図１４において矢
印Ｆ３方向）とは反対方向に回動される。
【０１７６】
　ついで、被ロック爪２０ｄがロック爪２５ｃを乗り越えると、ロック板２５はその回動
付勢力により元の位置に復帰する。その結果、ロック爪２５ｃが切り欠き部２０ｃに進入
し、被ロック爪２０ｄが切り欠き部２５ｂに進入する。これにより、ロック爪２５ｃと被
ロック爪２０ｄとが噛み合い、撮像ユニット２はカメラボディ１に対して左右方向にロッ
クされる。このロック部材としてのロック爪２５ｃと被ロック部材としての被ロック爪２
０ｄとによって、カメラボディ１と撮像ユニット２との左右方向のガタツキが制約される
。
【０１７７】
　この実施例では、撮像ユニット２のカメラボディ１へのロック状態では、一対の係合爪
４ｂ、４ｂが係合板部１０ｎ、１０ｎに確実に係合している。一対の係合板部１０ｎ、１
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０ｎは、側壁部１Ｃに形成された一対の補助嵌合突起１４、１４に対して左右方向に大き
く離れた位置に形成されているので、撮像ユニット２をカメラボディ１に対して前方側に
引き抜こうとしても、その引き抜きに伴う力が分散され、その引き抜きが確実に阻止され
る。また、その両コネクタ部１１、１２に、その引き抜きに伴う無理な力が加わるのを阻
止できる。
【０１７８】
　また、撮像ユニット２の右側の下辺部を手で持って、右下に向けて無理矢理に引き抜こ
うとしても、一対の補助嵌合突起１４、１４と一対の係合爪４ｂ、４ｂと、ロック機構２
４とによってその引き抜きが阻止され、両コネクタ部１１、１２にその引き抜きに伴う無
理矢理な力が加わるのが阻止される。
【０１７９】
　更に、側壁部１Ｃに向かって撮像ユニット２を移動させるという１つの動作によって、
ロック機構２４によるカメラボディ１と撮像ユニット２の機械的な固定と、両コネクタ部
１１、１２による電気的な接続とがほぼ同時に完了するので、撮像ユニット２のカメラボ
ディ１への装着操作を短時間で容易に行うことができる。
【０１８０】
　なお、両コネクタ部１１、１２の嵌合タイミングと、両コネクタ部１１、１２の通信及
び電力送受信開始タイミングとをカメラボディ１のカメラボディ側接続検知用ピンによら
ずに異ならせても良い。
　例えば、両コネクタ部１１、１２による通信及び電力送受信の開始・終了を指示する操
作部（図示を略す）をカメラボディ１に設け、この操作部による操作に応じて両コネクタ
部１１、１２が通信及び電力送受信を開始・終了する構成としても良い。
【０１８１】
　また、ロック板２５の位置を検出するロック状態検出部を設け、ロック状態検出部がロ
ック板２５の所定位置にあって撮像ユニット２をロックしていることを検出した後に、両
コネクタ部１１、１２が通信及び電力送受信を開始・終了する構成としても良い。
【０１８２】
　この実施例では、正規の装着操作手順ではない場合、すなわち、一対の係合爪４ｂの屈
曲部４ｆが撮像ユニット２の係合板部１０ｎの外面に当接しているとき（屈曲部４ｆが係
合板部１０ｎに乗り上げている場合）には、屈曲部４ｈが撮像ユニット２の構成壁部分１
０ｈ’の外面に当接するので、図３４に示すように背壁部１Ｂのボディ用背面壁補強板金
部材４に対して撮像ユニット２が例えば平行に浮いた状態となり、カメラボディ１に対し
て撮像ユニット２が斜めに傾くのが防止され、撮像ユニット２が斜めの状態でカメラボデ
ィ側コネクタ部１２と撮像ユニット側コネクタ部１１との接続が阻止される。
【０１８３】
　また、この実施例では、補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２との位置関係がずれるので
、両コネクタ部１１、１２同士の接続の阻止の確実化が図られ、その結果、両コネクタ同
士１１、１２の破壊が確実に防止される。
【０１８４】
　すなわち、係合突起４ｇは、撮像ユニット２を凹部１Ａに配設してカメラボディ１に対
して着脱する際の撮像ユニット側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２との接
続を図る際に、撮像ユニット２がカメラボディ１に対して不自然な姿勢角度で接続される
のを回避する不自然姿勢角度回避部材（角度規制部材）として機能する。
　その係合突起４ｇは、カメラボディ１の側壁部１Ｃに形成されている開口部５２と撮像
ユニット２の嵌合突出部としてのコネクタカバー部分５９が斜めに嵌合されるのを阻止す
る機能も果たす。
【０１８５】
　要するに、この角度規制部材（規制部材）は、撮像ユニット側コネクタ部１１とカメラ
ボディ側コネクタ部１２とが不自然な姿勢角度で接続されるのを回避し、規制部材が挿入
開口１０ｉに挿入された場合には、撮像ユニット２の背面とカメラボディ１の背壁部１Ｂ
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とが平行に当接し、撮像ユニット２の側壁部１Ｃへ向かう向きへの移動に伴って撮像ユニ
ット側コネクタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２とが接続される。
【０１８６】
　また、規制部材が規制部材当接部（構成壁部分１０ｈ’）に当接した場合には、撮像ユ
ニット２の背面とカメラボディ１の背壁部１Ｂとが平行に当接せず、撮像ユニット側コネ
クタ部１１とカメラボディ側コネクタ部１２とが接続されないことになる。
　なお、この角度規制部材は付勢部の有無に拘わらず撮像ユニット側コネクタ部１１とカ
メラボディ側コネクタ部１２とが不自然な姿勢角度で接続されるのを回避することが可能
である。
【０１８７】
　また、この実施例では、カメラボディ１には、撮像ユニット２がカメラボディ１に装着
された状態において、撮像ユニット２をカメラボディ１の背壁部１Ｂに向けて付勢する付
勢部が設けられているので、撮像ユニット２がカメラボディ１に不自然な角度で装着され
るという不具合が発生する恐れがある。この実施例では、角度規制部材が設けられている
ので、撮像ユニット２とカメラボディ１とが不自然な角度姿勢で装着される不都合を確実
に回避できる。
【０１８８】
　背壁部１Ｂの背壁面からその係合突起（角度規制部材）４ｇの屈曲部４ｈまでの高さが
、背壁部１Ｂの背壁面から係合爪４ｂの屈曲部４ｆまでの高さと同じかそれ以上であると
、撮像ユニット２がカメラボディ１に対して不自然な姿勢角度で接続されるのを回避でき
る。
　一方、背壁部１Ｂの背壁面からその係合突起（角度規制部材）４ｇの屈曲部４ｈまでの
高さを低くすると、その係合突起４ｇに対応する係合突起案内穴１０ｈを浅く形成でき、
撮像ユニット２の小型化を図ることができる。
【０１８９】
　そこで、カメラボディ側コネクタ部１２により近い側に、すなわち、付勢部よりも側壁
部１Ｃに近い側に、係合突起（角度規制部材）４ｇを配設することにする。このように、
カメラボディ側コネクタ部１２により近い側に、係合突起（角度規制部材）４ｇを配設す
ると、係合突起４ｇの高さが係合爪４ｂの高さより低くとも、一対の係合爪４ｂの屈曲部
４ｆが係合板部１０ｎに当接すると共に屈曲部４ｈが構成壁部分１０ｈ’に当接したとき
の撮像ユニット２のカメラボディ１に対する傾き角度を小さくできるので、すなわち、背
壁部１Ｂのボディ用背面壁補強板金部材４に対して撮像ユニット２を平行に近くできるの
で、係合突起（角度規制部材）４ｇの高さを低くしても、撮像ユニット２がカメラボディ
１に対して不自然な姿勢角度で接続されるのを回避できる。
【０１９０】
（カメラボディ１からの撮像ユニット２の取り外し手順）
　次に、カメラボディ１から撮像ユニット２を取り外す手順について説明する。
　撮像ユニット２が凹部１Ａに配置された状態で撮像ユニット２を正面から見て、ロック
解除ボタン２６ｄを右方向（図１においてＦ４方向）に操作する。これにより、ロック解
除操作部材２６は支軸２７を支点にしてロック解除用スプリング２８の回動付勢力に対し
て反対方向（図１４においてＦ３と反対方向）に回動される。
【０１９１】
　すると、解除突起２６ｂがロック板２５の側面２５ｆに当接する。この解除突起２６ｂ
のロック解除用スプリング２８の回動付勢力に対して反対方向（図１４においてＦ３と反
対方向）への回動により、ロック板２５は、支軸２７を支点にして切り欠き部２０ｃから
退避する方向（後方）に回動される。これにより、ロック爪２５ｃと被ロック爪２０ｄと
の噛み合いが解除される。
【０１９２】
　すなわち、カメラボディ１に対する撮像ユニット２のロックが解除される。この状態で
、カメラボディ１に対して撮像ユニット２を左から右方向（図１、図２、図３３Ｇ、図３
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３Ｈにおいて、矢印Ｆ５方向）に移動させる。すると、両コネクタ部１１、１２同士の嵌
合が解除されると共に、補助嵌合突起１４と補助嵌合穴２２との嵌合も解除される。
【０１９３】
　更に、カメラボディ１に対して撮像ユニット２を左から右方向に移動させると、ユニッ
ト用背面壁補強板金部材１０の外面が樹脂製の摺接リブ４ｋ、４ｋ、４ｎに摺接しながら
かつ突条部１０ａ’、１０ａ’が突条逃げ用凹部４ｋ’、４ｋ’に案内されながら、ユニ
ット用背面壁補強板金部材１０がカメラボディ１に対して左から右に移動し、これにより
、図３３Ｄに示すように、突条部１０ａ’、１０ａ’の右方端部分が右方側の摺接リブ４
ｋの直前位置に達する。
【０１９４】
　このとき、係合突起４ｇの端縁４ｇｓは、図３３Ｄに示すように、傾斜壁１０ｉｊから
離間するか離間する直前の位置に達する。このとき、係合爪４ｂの右方端縁４ｂ’はユニ
ット用背面壁補強板金部材１０の傾斜壁１０ｑｓの位置から離間するか離間する直前の位
置に達する。
【０１９５】
　すなわち、係合突起４ｇが係合突起切り起こし部用案内穴１０ｊから離脱し、係合爪４
ｂが係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒから離脱した状態となる。
　引き続きカメラボディ１に対して撮像ユニット２を左から右方向に移動させると、突条
部１０ａ’、１０ａ’が、図３３Ｆ、図３３Ａに示すように、摺接リブ４ｎに近い側の摺
接リブ４ｋに乗り上げる。
【０１９６】
　このように、ユニット用背面壁補強板金部材１０の突条部１０ａ’、１０ａ’が摺接リ
ブ４ｎに近い側の摺接リブ４ｋに乗り上げた状態となると、係合爪４ｂの屈曲部４ｆと背
面部２ｂの底壁１０ｐとの間隔Ｈが大きくなる。その結果、カメラボディ１に対する撮像
ユニット２の取り外しの際に、係合爪４ｂの屈曲部４ｆにより背面部２ｂの底壁１０ｐが
何らかの加減で傷つけられることが極力防止される。
【０１９７】
　この実施例の場合、そのガイド溝１０ｑは左側面２ｃに向かって開放されているので、
カメラボディ１に対して撮像ユニット２をそのまま左から右の方向に平行にスライド操作
させることにより撮像ユニット２をカメラボディ１から取り外すことができるが、図３３
Ｆに示す位置で下から上の方向に持ち上げることにより撮像ユニット２をカメラボディ１
から取り外すこともできる。
【０１９８】
　なお、ロック解除操作部材２６はロック解除ボタン２６ｄから指を離すと、ロック解除
用スプリング２８の付勢力により元の位置に復帰する。また、ロック板２５も図示を略す
回動付勢力により元の位置に復帰する。
【０１９９】
　このように、この実施例では、撮影者が右手でグリップ部１ｃを持って、かつ、上壁部
１Ｄが上側に位置し、レンズ系を前方の被写体に向けて使用する状態を通常使用状態とし
て、この通常使用時には、使用者が操作しにくい右方向が解除操作方向となっているので
、グリップ部１ｃの通常の握持状態で、使用時の誤操作に起因して撮像ユニット２がカメ
ラボディ１から脱落する懸念を低減できる。
　なお、この実施例では、カメラボディ１の背壁部１Ｂにボディ用背面壁補強板金部材４
を設け、撮像ユニット２の背面部２ｂにユニット用背面壁補強板金部材１０を設け、撮像
ユニット２の上面２ｄにユニット用上面補強板金部材２０を設け、カメラボディ１の側壁
部１Ｃにインサート成形により側面壁用金属板６を設けし、カメラボディ１の上壁部１Ｄ
にインサート成形により上壁面用金属板５を設ける構成として説明した。
　ここで、カメラボディ１の背壁部１Ｂと撮像ユニット２の背面部２ｂとは、着脱機構を
採用するためにそれぞれボディ用背面壁補強板金部材４とユニット用背面壁補強板金部材
１０とにより補強構造を採用する必要があり、撮像ユニット２の上面２ｄはロック機構の
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一部を構成するために補強する必要があるが、カメラボディ１の側壁部１Ｃとカメラボデ
ィ１の上壁部１Ｄとは必ずしも着脱機構やロック機構を構成する必要がないので、側面壁
用金属板６、上壁面用金属板５は、外観上の見栄え向上の観点を考慮するとないことが望
ましく、側壁部１Ｃの側面壁とカメラボディ１の上壁面とは樹脂そのもので構成するのが
望ましい。
【０２００】
（ボディ用背面壁補強板金部材４に係合突起案内穴１０ｈを形成し、ユニット用背面壁補
強板金部材１０に係合突起４ｇを設けた撮像装置の構成）
　以上の実施例では、図７Ｃに拡大して示すようにカメラボディ１のボディ用背面壁補強
板金部材４に係合突起４ｇを形成し、この係合突起４ｇを案内する係合突起案内穴１０ｈ
を図１１Ｃに示すように撮像ユニット２のユニット用背面壁補強板金部材１０に形成する
こととしたが、図３５に示すように、カメラボディ１のボディ用背面壁補強板金部材４に
係合突起案内穴１０ｈを形成し、図３６に示すように、撮像ユニット２のユニット用背面
壁補強板金部材１０に係合突起４ｇを形成する構成としても同様の効果を奏する。
【０２０１】
　更に、この実施例では、突条部１０ａ’、１０ａ’を撮像ユニット２の背面部２ｂに設
け、カメラボディ１の背壁部１Ｂに突条逃げ用凹部４ｋ’を設ける構成としているが、カ
メラボディ１の背壁部１Ｂに突条部１０ａ’、１０ａ’を設け、撮像ユニット２の背面部
１Ｂに突条逃げ用凹部４ｋ’を設ける構成としても良い。
【０２０２】
（その他の構成１）
　以上説明したこれらの実施例では、カメラボディ１にガイド突起４ｊを設け、撮像ユニ
ット２にガイド溝１０ｑを設ける構成としたが、カメラボディ１にガイド溝１０ｑを設け
、撮像ユニット２にガイド突起４ｊを設ける構成としても良い。なお、この場合、係合爪
４ｂは撮像ユニット２に形成される。
【０２０３】
　また、これらの実施例では、撮像ユニット２に係合板部１０ｎ、板バネ２ｋ、係合爪切
り起こし部用案内穴１０ｒを設け、カメラボディ１に係合爪４ｂを設けているが、撮像ユ
ニット２に係合爪４ｂを設け、カメラボディ１に係合板部１０ｎ、板バネ２ｋ、係合爪切
り起こし部用案内穴１０ｒを設ける構成としても良い。
【０２０４】
　更に、これらの実施例では、カメラボディ１に補助嵌合突起１４を設け、撮像ユニット
２に補助嵌合穴２２を設けているが、カメラボディ１に補助嵌合穴２２を設け、撮像ユニ
ット２に補助嵌合突起１４を設ける構成としても良い。
　また、これらの実施例では、係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒ、ガイド突起４ｊ、係
合板部１０ｎ、ガイド溝１０ｑ、補助嵌合突起１４、補助嵌合穴２２を２個づつ設け、１
個の板バネ２ｋに傾斜弾性板部ｋ５、ｋ６と当接板部ｋ７とからなる２個の付勢部を形成
しているが、これらの個数は３個以上でも良い。
【０２０５】
　また、これらの実施例では、ロック解除操作部材２６は、ロック解除ボタン２６ｄ（解
除レバーともいう）が支軸２７を支点にして回動する構成としたが、ロック解除ボタン２
６ｄを押しボタン式の構成やスライド式の構成とすることもできる。
【０２０６】
　更には、これらの実施例では、撮像ユニット側コネクタ部１１が撮像ユニット２の左側
面２ｃから突出し、カメラボディ１の側壁部１Ｃに形成した開口部５２内にカメラボディ
側コネクタ部１２を設ける構成としているが、撮像ユニット２の左側面２ｃに開口部５２
を設け、その開口部５２内に撮像ユニット側コネクタ部１１を配設し、カメラボディ側コ
ネクタ部１２をカメラボディ１の側壁部１Ｃから突出させる構成とすることもできる。
　すなわち、撮像ユニット２の左側面２ｃと、カメラボディ１の側壁部１Ｃとのいずれか
一方からコネクタ部が突出し、撮像ユニット２の左側面２ｃと、カメラボディ１の側壁部
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１Ｃとのいずれか他方に開口が設けられていれば良い。
【０２０７】
　また、係合突起（角度規制部材）４ｇは、撮像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａ
に配設されかつカメラボディ側コネクタ１２と撮像ユニット側コネクタ１１とが接続され
ている状態において、側壁部１Ｃと付勢部との間に配置されていると、係合突起（角度規
制部材）４ｇの高さが低い場合でも、第１方向に対して直交する方向（Ｙ方向）回りの角
度規制を図ることができる。
【０２０８】
　また、係合突起（角度規制部材）４ｇは、撮像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａ
に配設されかつカメラボディ側コネクタ１２と撮像ユニット側コネクタ１１とが接続され
ている状態において、係合突起（角度規制部材）４ｇが付勢部よりも側壁部１Ｃに近い位
置に配置されていても、同様の角度規制を図ることができる。
【０２０９】
　係合突起（角度規制部材）４ｇは、撮像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａに配設
されかつカメラボディ側コネクタ１２と撮像ユニット側コネクタ１１とが接続されている
状態において、係合突起（角度規制部材）４ｇが、側壁部１Ｃに対して撮像ユニット２が
接近又は離脱する第１方向（Ｘ方向）に対して垂直な方向で見てカメラボディ側コネクタ
部１２の略中央に配置されていると、撮像ユニット２の第１方向（Ｘ方向）回りの角度規
制を図ることができる。
【０２１０】
　係合突起（角度規制部材）４ｇは、撮像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａに配設
されかつカメラボディ側コネクタ１２と撮像ユニット側コネクタ１１とが接続されている
状態において、係合突起（角度規制部材）４ｇが、側壁部１Ｃに対して撮像ユニット２が
接近又は離脱する第１方向（Ｘ方向）に対して垂直な方向（Ｙ方向）で見て凹部１Ａの略
中央に配置されていると、撮像ユニット２の第１方向（Ｘ方向）回りの角度規制をより一
層図ることができる。
【０２１１】
　付勢部が、側壁部１Ｃに対して撮像ユニット２が接近又は離脱する第１方向（Ｘ方向）
に対して垂直な方向に間隔を設けて配置された第１付勢部と第２付勢部とを含み、係合突
起（角度規制部材）４ｇが、第１方向（Ｘ方向）に対して略垂直な方向（Ｙ方向）で見て
、第１係合爪４ｂと第２係合爪４ｂとの間の略中央に配置されていると、第１係合爪４ｂ
と第２係合爪４ｂとのいずれか一方の係合に不具合が生じた場合でも、撮像ユニット２の
第１方向（Ｘ方向）回りの角度規制をより一層図ることができる。
【０２１２】
　ガイド機構が、カメラボディ側ガイド機構と撮像ユニット側ガイド機構とからなり、撮
像ユニット側ガイド機構は、撮像ユニット２の背面部２ｂに設けられて第１方向に対応す
る方向に延伸するガイド溝を含み、カメラボディ側ガイド機構は、カメラボディ１の背壁
部１Ｂに設けられてガイド溝に挿入されるガイド突起を含み、ガイド突起は第１方向に対
して垂直な方向に間隔を開けて配置された第１ガイド突起と第２ガイド突起とを含み、撮
像ユニット２がカメラボディ１の凹部１Ａに配設され、カメラボディ側コネクタ部１２と
撮像ユニット側コネクタ部１１とが接続されている状態において、係合突起（角度規制部
材）４ｇは、第１方向に対して垂直な方向で見て第１ガイド突起と第２ガイド突起との間
に位置している。
【０２１３】
（その他の構成２）
　以上、この発明の実施の形態では、カメラボディ１に対して図３３に示す矢印Ｆ２方向
又はその反対方向に撮像ユニット２を移動させる際に、カメラボディ１の背壁部１Ｂ（ボ
ディ用背面壁補強板金部材４）に撮像ユニット２の背面部２ｂ（ユニット用背面壁補強板
金部材１０）を当接させて摺動させる構成としたが、カメラボディ１の上壁部１Ｄ（上面
壁用金属板５）と撮像ユニット２の筐体２Ａの上面２ｄ（包囲壁２ｘ又はユニット用上壁
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面補強板金部材２０）とを当接させて、矢印Ｆ２方向又はその反対方向に摺動させる構成
としても良い。
【０２１４】
　このような構成とすると、カメラボディ１の上壁部１Ｄ（上面壁用金属板５）と撮像ユ
ニット２の筐体２Ａの上面２ｄ（包囲壁２ｘ又はユニット用上壁面補強板金部材２０）と
は、第1の方向に撮像ユニット２を案内するガイド機構として機能する。
　また、ガイド突起４ｊ、矩形状突起４ｍ及び係合爪４ｂをカメラボディ１の上壁部１Ｄ
に設け、ガイド溝１０ｑ、及び係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒを筐体２Ａの上面２ｄ
に設けても良い。
【０２１５】
　このような構成とした場合、カメラボディ１の上壁部１Ｄに設けられたガイド突起４ｊ
、矩形状突起４ｍ及び係合爪４ｂと、撮像ユニット２の上面２ｄに設けられたガイド溝１
０ｑ及び係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒとが、第1の方向に撮像ユニット２を案内す
るガイド機構として機能する。
　また、逆に、ガイド突起４ｊ、矩形状突起４ｍ及び係合爪４ｂを撮像ユニット２の上面
２ｂに設け、ガイド溝１０ｑ及び係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒをカメラボディ１の
上壁部１Ｄに設けても良い。
【０２１６】
　このように構成すると、撮像ユニット２の上面２ｄに設けられたガイド突起４ｊ、矩形
状突起４ｍ及び係合爪４ｂと、カメラボディ１の上壁部１Ｄに設けられたガイド溝１０ｑ
及び係合爪切り起こし部用案内穴１０ｒとが、第1の方向に撮像ユニット２を案内するガ
イド機構として機能する。
【０２１７】
　このように、カメラボディ１の上壁部１Ｄと撮像ユニット２の上面２ｄとにガイド機構
の一部を配設することにより、撮像ユニット２とカメラボディ１との間の上下方向のガタ
ツキをより一層抑制することができることになる。
　更に、背壁部１Ｂと上壁部１Ｄとの両方にこれらのガイド機構が設けられていても良い
。
【０２１８】
（その他の構成３）
　以上、発明の実施の形態について説明したが、本発明は、これに限られるものではなく
、例えば、図３７～図４０に示すように、カメラボディ１の上壁部１Ｄの上面１ｆにスト
ロボ装置と電子ビューファインダー１ｇとを装着可能なホットシュー部５ｔと、電子ビュ
ーファインダー接続端子５ｓと、ポップアップ式のストロボ発光装置５ｘと、モードダイ
アルスイッチ５ｈとを設ける構成としても良い。なお、図３７に示す電子ビューファイン
ダー接続端子５ｓは雌型コネクタから構成されている。この電子ビューファインダー接続
端子５ｓには図３９に示す雄型コネクタとしての電子ビューファインダー接続端子５ｓ’
が嵌合される。
【０２１９】
　なお、その図３７～図４０において、図３７はカメラボディ１を背面側から目視した状
態であって電子ビューファインダー１ｇのカメラボディ１への装着前の状態を示し、図３
８はカメラボディ１を背面側から目視した状態であって電子ビューファインダー１ｇのカ
メラボディ１への装着状態を示し、図３９はカメラボディ１を正面側から目視した状態で
あって電子ビューファインダー１ｇのカメラボディ１への装着前の状態を示し、図４０は
カメラボディ１を正面から目視した状態であって電子ビューファインダー１ｇのカメラボ
ディ１への装着状態を示している。
【０２２０】
　以上、各実施例について説明したが、本発明に係わる撮像装置は、これらの各実施例の
構成を適宜組み合わせて形成できるものである。
【符号の説明】
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【０２２１】
１…カメラボディ
２…撮像ユニット
１Ａ…凹部
４ｂ…係合爪
４ｊ…ガイド突起
１０…ユニット用背面壁補強板金部材
１１…撮像ユニット側コネクタ部１１
１２…カメラボディ側コネクタ部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２２２】
【特許文献１】特開２００５－３５４１７７号公報
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】

【図５Ｄ】
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【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図８】 【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】



(46) JP 5413133 B2 2014.2.12

【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】

【図３３Ａ】
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【図３３Ｂ】

【図３３Ｃ】

【図３３Ｄ】

【図３３Ｅ】

【図３３Ｆ】

【図３３Ｇ】

【図３３Ｈ】
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【図３４】 【図３５】

【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】
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